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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１層以上の繊維基材層及び２層以上の樹脂層を含み、両面の最外層が樹脂層である積層
体の硬化物からなる絶縁性基板であって、
　前記絶縁性基板に含まれる前記繊維基材層を第一の面側からその反対側の第二の面側に
向かって順にＣｘ（ｘは１～ｎで表される整数であり、ｎは繊維基材層の数である。）と
し、
　前記絶縁性基板の全体厚み（Ｂ３）を前記繊維基材層の数（ｎ）で均等に分割し、分割
した各領域の厚み（Ｂ４）をさらに均等に２分割する位置を繊維基材層の基準位置とし、
当該各々の基準位置を第一の面側から順にＡｘ（ｘは１～ｎで表される整数であり、ｎは
繊維基材層の数である。）としたときに、
　前記繊維基材層のうち、少なくとも最も第二の面側に位置する繊維基材層が、対応する
順位の基準位置よりも第一の面側に偏在し、第二の面側に偏在している繊維基材層がない
ことを特徴とする、絶縁性基板。
【請求項２】
　前記繊維基材層のうち、対応する順位の基準位置よりも第一の面側に偏在する繊維基材
層は、
　当該繊維基材層の第一の面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ５）と、
　当該繊維基材層の第二の面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ６）との比（Ｂ５／Ｂ６）が、
０．１＜Ｂ５／Ｂ６＜１．２である、請求項１に記載の絶縁性基板。
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【請求項３】
　前記繊維基材層の数が１つ又は２つである、請求項１又は２に記載の絶縁性基板。
【請求項４】
　前記均等に分割された厚みＢ４の各領域内に、それぞれ１つの繊維基材層が存在するこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の絶縁性基板。
【請求項５】
　前記均等に分割された厚みＢ４の各領域のうち、対応する順位の基準位置よりも第一の
面側に偏在する繊維基材層は、
　当該繊維基材層の第一の面側の界面から当該繊維基材層が属する厚みＢ４の領域の当該
第一の面側の境界までの距離（Ｂ７）と、
　当該繊維基材層の第二の面側の界面から当該繊維基材層が属する厚みＢ４の領域の当該
第二の面側の境界までの距離（Ｂ８）との比（Ｂ７／Ｂ８）が、０．１＜Ｂ７／Ｂ８＜０
．９である、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の絶縁性基板。
【請求項６】
　厚みが０．０３ｍｍ以上０．５ｍｍ以下である、請求項１乃至５のいずれか一項に記載
の絶縁性基板。
【請求項７】
　プリプレグ１枚のみ又はプリプレグを２枚以上重ね合わせた積層体の硬化物からなる絶
縁性基板において、
　繊維基材層の第一の面側に第１樹脂層、第二の面側に第２樹脂層が設けられ、前記第１
樹脂層の厚みが前記第２樹脂層の厚みよりも小さい非対称プリプレグを少なくとも１枚含
むことを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の絶縁性基板。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の絶縁性基板の少なくとも第二の面側に金属箔層
が設けられていることを特徴とする、金属張積層板。
【請求項９】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の絶縁性基板の少なくとも第二の面側に、１層又
は２層以上の導体回路層が設けられていることを特徴とする、プリント配線板。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリント配線板を製造するためのコア基板となる絶縁性基板及び金属張積層
板に関し、さらに当該絶縁性基板又は金属張積層板を用いたプリント配線板及び半導体装
置にも関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器に用いられる半導体装置（半導体パッケージ）は、小型化、高密度化、高機能
化し続けており、例えば、ＰｏＰ（Ｐａｃｋａｇｅ　ｏｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）やＳｉＰ（
Ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）、ＦＣＢＧＡ（Ｆｌｉｐ　Ｃｈｉｐ　Ｂａｌｌ　
Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）等のパッケージ形式が知られている。このような半導体装置の小
型化、高密度化の進展に伴い、半導体装置を構成する半導体素子やプリント配線板に対し
ても高レベルの小型化、薄型化が要求されるようになってきた。
　一般的に、コア基板上に導体回路層、特に近年においてはビルドアップにより多層化さ
れた導体回路層を設けてプリント配線板が構成され、当該プリント配線板の導体回路層上
に半導体素子を搭載、接続して半導体装置が構成される。
　プリント配線板を薄くするための方法として、その支持体であるコア基板を薄くするこ
とが有効である。しかし、半導体素子の線膨張係数（通常３～４ｐｐｍ程度）よりもコア
基板の線膨張係数（通常８～１５ｐｐｍ程度）が大きく、コア基板の熱膨張率よりも導体
回路層の線膨張係数（通常１８ｐｐｍ程度）のほうが更に大きいため、これら各部分の線
膨張係数差によってプリント配線板や半導体装置の内部に応力が発生する。このため、コ
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ア基板を薄くすると、各部分の線膨張係数差によって生じる応力がコア基板の剛性よりも
優るようになって、反りが起こり易くなるという問題がある。
　まだ半導体素子が搭載されていない状態のプリント配線板は、コア基板の一面側に設け
られた導体回路層により生じる応力と、他面側に設けられた導体回路層により生じる応力
のバランスによって、半導体素子が搭載される側の面を内側にして反るプラス反り（図１
５Ａ参照）と、半導体素子が搭載される側の面を外側にして反るマイナス反り（図１５Ｂ
参照）の何れかが生じる。
　これに対し、プリント配線板上に半導体素子を搭載した状態の半導体装置が反る方向は
、半導体素子の線膨張係数と剛性が支配的に作用するため、通常は、半導体素子が搭載さ
れた側の面を外側にして反るマイナス反りになる。半導体装置のマイナス反りが大きすぎ
ると、半導体装置の素子搭載面とは反対側の面をマザーボードに二次接続する際に接続位
置がずれて接続不良が生じるという問題や、冷熱衝撃試験において半導体素子中の配線層
の破壊やプリント配線板と半導体素子を接続する半田バンプにクラックが生じ信頼性が低
下する等の問題が生じやすい。
　半導体装置（半導体パッケージ）の反りを解決する提案としては、特許文献１には、コ
ア基板の表面Ａと表面Ｂに、層間絶縁樹脂層と配線層とが少なくとも一層ずつ積層された
ビルドアップ配線層が形成されたビルドアップ配線板において、半導体素子が実装される
表面Ａ側の層間絶縁樹脂層の平面方向の熱膨張係数が、実装基板に実装される表面Ｂ側の
層間絶縁樹脂層の平面方向の熱膨張係数より大きいことを特徴とする半導体装置用ビルド
アップ配線板が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２９４３８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の発明によって得られる半導体装置の反りを軽減する効果は必ずし
も充分ではない。
　また、特許文献１の発明のようにプリント配線板（ビルドアップ配線板）のビルドアッ
プ層に含まれる層間絶縁樹脂層の線膨張係数を調節して反りを防止しようとする方法にお
いては、コア基板の一面側とその反対面側に積層される層間絶縁樹脂層の数の違いによっ
ても反り軽減の程度が変動し、また層間絶縁樹脂層を用いない両面板の場合は利用できな
いなど、配線層の数が制約される。また、層間絶縁樹脂層にガラスクロスを含むプリプレ
グを用いるため、レーザーによるビア加工の不具合が生じ、ビア間の信頼性に影響を及ぼ
すおそれがある。
　さらに、プリント配線板のビルドアップ層には層間絶縁樹脂層だけでなく配線層（所定
の回路パターンを形成する金属層）も含まれており、当該配線層の線膨張係数も反りに影
響する。配線層は均一な連続膜ではなく、各層ごとに回路パターンの形状や面積が異なる
ため、応力に与える影響を予測することが困難である。
　また、プリント配線板の配線層の数や回路パターンの形状が設計上の制約を受けるため
にコア基板の一面側とその反対面側の応力が拮抗する場合があり、その場合には、同じ仕
様のプリント配線板であっても個々の製品ごとに反りの方向が不規則となり、プラス反り
とマイナス反りの両方が発生する場合がある。
　従って、特許文献１の発明では半導体装置の反りを軽減するための制御が難しい。
【０００５】
　上記実情に鑑み、本発明は層間絶縁樹脂層の物性や層数にとらわれずに下記いずれかの
目的の少なくとも一つを達成することを目的とする。
　本発明の第一の目的は、半導体装置のマイナス反りを充分に軽減又は防止することがで
きる絶縁性基板又は金属張積層板を提供することにある。
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　また本発明の第二の目的は、半導体装置のマイナス反りを軽減又は防止するための制御
が容易な絶縁性基板又は金属張積層板を提供することにある。
　また本発明の第三の目的は、上記本発明の絶縁性基板又は金属張積層板を用いて作成さ
れた、反りが制御されたプリント配線板を提供することにある。
　また本発明の第四の目的は、上記本発明の絶縁性基板又は金属張積層板を用いて作成さ
れた、反りが軽減又は防止された半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の絶縁性基板は、１層以上の繊維基材層及び２層以上の樹脂層を含み、両面の最
外層が樹脂層である積層体の硬化物からなる絶縁性基板であって、
　前記絶縁性基板に含まれる前記繊維基材層を第一の面側からその反対側の第二の面側に
向かって順にＣｘ（ｘは１～ｎで表される整数であり、ｎは繊維基材層の数である。）と
し、
　前記絶縁性基板の全体厚み（Ｂ３）を前記繊維基材層の数（ｎ）で均等に分割し、分割
した各領域の厚み（Ｂ４）をさらに均等に２分割する位置を繊維基材層の基準位置とし、
当該各々の基準位置を第一の面側から順にＡｘ（ｘは１～ｎで表される整数であり、ｎは
繊維基材層の数である。）としたときに、
　前記繊維基材層のうち、少なくとも最も第二の面側に位置する繊維基材層が、対応する
順位の基準位置よりも第一の面側に偏在し、第二の面側に偏在している繊維基材層がない
ことを特徴とするものである。
【０００７】
　また本発明の金属張積層板は、前記本発明の絶縁性基板の少なくとも第二の面側に金属
箔層が設けられていることを特徴とするものである。
【０００８】
　また本発明のプリント配線板は、前記本発明の絶縁性基板の少なくとも第二の面側に、
１層又は２層以上の導体回路層が設けられていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、絶縁性基板が含む少なくとも１つの繊維基材層が、当該繊維基材層に
対応する順位の基準位置よりも一面側又は他面側に偏在し、異なる方向に偏在している繊
維基材層がないことによって、当該絶縁性基板及びこの絶縁性基板を用いたプリント配線
板が、前記繊維基材層が偏在する方向を外側にして反るか又は平坦に成形され、反りの方
向や程度を制御することができる。従って、当該絶縁性基板又は当該プリント配線板に含
まれる前記繊維基材層が偏在する方向を、半導体素子が搭載される面とは反対側を向くよ
うに合わせることによって、半導体素子が搭載される前のプリント配線板が意図的にプラ
ス反り又は平坦の状態に制御され、その結果、当該プリント配線板に半導体素子を搭載し
た半導体装置のマイナス反りが軽減され又は完全に防止される。
　また、本発明によれば、半導体装置の反りを制御するために導体回路層の数や回路パタ
ーンなどの回路設計を制約しないため、設計の自由度が高い。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１Ａは、１層の繊維基材層と２層の樹脂層を含む本発明に係る絶縁性基板の一
例の断面を模式的に示す図である。図１Ｂは、図１Ａに示した絶縁性基板が常温で反った
状態を示す図である。
【図２】図２Ａは、１層の繊維基材層と３層の樹脂層を含む本発明に係る絶縁性基板の一
例の断面を模式的に示す図である。図２Ｂは、図２Ａに示した絶縁性基板が常温で反った
状態を示す図である。
【図３】図３Ａは、２層の繊維基材層と４層の樹脂層を含む本発明に係る絶縁性基板の一
例の断面を模式的に示す図である。図３Ｂは、図３Ａに示した絶縁性基板が常温で反った
状態を示す図である。
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【図４】図４Ａは、２層の繊維基材層と４層の樹脂層を含む本発明に係る絶縁性基板の他
の一例の断面を模式的に示す図である。図４Ｂは、図４Ａに示した絶縁性基板が常温で反
った状態を示す図である。
【図５】図５Ａは、３層の繊維基材層と６層の樹脂層を含む本発明に係る絶縁性基板の一
例の断面を模式的に示す図である。図５Ｂは、図５Ａに示した絶縁性基板が常温で反った
状態を示す図である。
【図６】図６Ａは、３層の繊維基材層と６層の樹脂層を含む本発明に係る絶縁性基板の他
の一例の断面を模式的に示す図である。図６Ｂは、図６Ａに示した絶縁性基板が常温で反
った状態を示す図である。
【図７】本発明に用いられる非対称プリプレグを得る方法の一例を説明する図である。
【図８】本発明に用いられる積層体を得る方法の一例を説明する図である。
【図９】本発明に用いられる積層体を得る方法の他の一例を説明する図である。
【図１０】本発明に用いられる積層体を得る方法の他の一例を説明する図である。
【図１１】本発明に用いられる積層体を得る方法の他の一例を説明する図である。
【図１２】図１に示す絶縁性基板をコア層として有するプリント配線板上に半導体素子を
搭載した半導体装置の断面を模式的に示す図である。
【図１３】図５に示す絶縁性基板をコア層として有するプリント配線板上に半導体素子を
搭載した半導体装置の断面を模式的に示す図である。
【図１４】図６に示す絶縁性基板をコア層として有するプリント配線板上に半導体素子を
搭載した半導体装置の断面を模式的に示す図である。
【図１５】図１５Ａは半導体装置のプラス反りを説明する図であり、図１５Ｂは半導体装
置のマイナス反りを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
１．絶縁性基板
　本発明の絶縁性基板は、１層以上の繊維基材層及び２層以上の樹脂層を含み、両面の最
外層が樹脂層である積層体の硬化物からなる絶縁性基板であって、
　前記絶縁性基板に含まれる前記繊維基材層を一面側から順にＣｘ（ｘは１～ｎで表され
る整数であり、ｎは繊維基材層の数である。）とし、
　前記絶縁性基板の全体厚み（Ｂ３）を前記繊維基材層の数（ｎ）で均等に分割し、分割
した各領域の厚み（Ｂ４）をさらに均等に２分割する位置を繊維基材層の基準位置とし、
当該各々の基準位置を一面側から順にＡｘ（ｘは１～ｎで表される整数であり、ｎは繊維
基材層の数である。）としたときに、
　前記繊維基材層のうち少なくとも１つが、対応する順位の基準位置よりも一面側又は他
面側に偏在し、異なる方向に偏在しているものがないことを特徴とする。
【００１２】
　前記基準位置は、換言すると、本発明の絶縁性基板の一面側から下記式：
　基準位置＝（全体厚み（Ｂ３）÷繊維基材層の数（ｎ））×（繊維基材層の順位を表す
整数（Ｃｘ）－０．５）
で算出される高さの位置である。
　なお、本発明の絶縁性基板が複数の繊維基材層を有する場合は、少なくとも１つの繊維
基材層が対応する順位の基準位置よりも一面側又は他面側に偏在していれば、その他の繊
維基材層は対応する順位の基準位置上に設けられていても良い。
【００１３】
　本発明の絶縁性基板は、その製造過程において加熱加圧成形後冷却される時に、繊維基
材層の偏在する方向を外側にして反る性質がある。繊維基材層の線膨張係数よりも樹脂層
の線膨張係数の方が大きいため、加熱加圧成形時の応力フリーから常温まで冷却された際
に、樹脂層は繊維基材層より縮む。このため、絶縁性基板全体として、繊維基材層が偏在
する方向を外側にして反る。
　本発明の絶縁性基板は、この性質を利用して、繊維基材層の位置を調整することにより
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、絶縁性基板の反りを制御することができる。
【００１４】
　以下、本発明の絶縁性基板について図をもとに詳細に説明する。
　図１は、本発明の絶縁性基板の一例として、１層の繊維基材層と２層の樹脂層からなる
ものの断面を模式的に示した図である。図１Ａに示す絶縁性基板１１１は、一面側から樹
脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２の順に積層した層構成を有する。繊維基材層Ｃ１
は、対応する順位の基準位置Ａ１－Ａ１線よりも一面側（樹脂層ｒ１側）の方向に偏在す
る。絶縁性基板１１１は、繊維基材層を１層しか有しないので、全体厚みＢ３を繊維基材
層の数で均等に分割した各領域の厚みＢ４は、全体厚みＢ３と同じ厚みである。
　図１Ａに示す絶縁性基板１１１は、製造過程において加熱加圧成形後冷却される時に、
樹脂層が繊維基材層よりも大きく収縮するため、常温では、図１Ｂに示すように、繊維基
材層Ｃ１が偏在する方向を外側にして反る性質がある。
【００１５】
　図２は、１層の繊維基材層を含む本発明の絶縁性基板の他の一例として、１層の繊維基
材層と３層の樹脂層からなる絶縁性基板の断面を模式的に示した図である。図２Ａに示す
絶縁性基板１１２は、一面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２、ｒ３の順に
積層した層構成を有する。繊維基材層Ｃ１は、対応する順位の基準位置Ａ１－Ａ１線より
も一面側（樹脂層ｒ１側）に偏在する。絶縁性基板１１２は繊維基材層を１層しか有しな
いので、全体厚みＢ３を繊維基材層の数で均等に分割した各領域の厚みＢ４は、全体厚み
Ｂ３と同じ厚みである。
　図２Ａに示す絶縁性基板１１２は、製造過程において加熱加圧成形後冷却される時に、
樹脂層が繊維基材層よりも大きく収縮するため、常温では、図２Ｂに示すように、繊維基
材層Ｃ１が偏在する方向を外側にして反る性質がある。
　本発明の絶縁性基板は、図２Ａに示す樹脂層ｒ２、ｒ３や、後述する図３Ａに示す樹脂
層ｒ２、ｒ３のように、複数の樹脂層が積層してなる部分を含んでいても良い。本発明に
おいて複数の樹脂層が積層するとは、絶縁性基板を硬化させる前の製造段階において複数
の樹脂層を積層することを意味し、硬化後の絶縁性基板断面においては、複数の樹脂層の
境界面を確認できなくても良い。
【００１６】
　図３は、本発明の絶縁性基板の他の一例として、２層の繊維基材層と４層の樹脂層から
なる絶縁性基板の断面を模式的に示した図である。図３Ａに示す絶縁性基板１１３は、一
面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２、ｒ３、繊維基材層Ｃ２、樹脂層ｒ４
の順に積層した層構成を有する。繊維基材層Ｃ１は、対応する順位の基準位置Ａ１－Ａ１
線よりも一面側（樹脂層ｒ１側）に偏在し、繊維基材層Ｃ２も、対応する順位の基準位置
Ａ２－Ａ２線よりも一面側（樹脂層ｒ３側）に偏在し、即ち繊維基材層Ｃ１及びＣ２は同
じ方向に偏在している。絶縁性基板１１３の全体厚みＢ３を繊維基材層の数で均等に分割
した各領域、即ち全体厚みＢ３を２等分した各領域の厚みをＢ４として示す。繊維基材層
Ｃ１及びＣ２は、両方とも一面側の厚みＢ４の領域内に存在し、他面側の厚みＢ４の領域
内には繊維基材層は存在しない。
　図３Ａに示す絶縁性基板１１３は、製造過程において加熱加圧成形後冷却される時に、
樹脂層が繊維基材層よりも大きく収縮するため、常温では、図３Ｂに示すように繊維基材
層Ｃ１及びＣ２が偏在する方向を外側にして反る性質がある。
【００１７】
　図４は、２層の繊維基材層と４層の樹脂層を含む本発明の絶縁性基板の他の一例の断面
を模式的に示した図である。図４Ａに示す絶縁性基板１１４は、一面側から樹脂層ｒ１、
繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２、ｒ３、繊維基材層Ｃ２、樹脂層ｒ４の順に積層した層構成
を有する。繊維基材層Ｃ１は、対応する順位の基準位置Ａ１－Ａ１線上に存在し、繊維基
材層Ｃ２は、対応する順位の基準位置Ａ２－Ａ２線よりも一面側（樹脂層ｒ３側）に偏在
する。絶縁性基板１１４の全体厚みＢ３を繊維基材層の数で均等に分割した各領域、即ち
全体厚みＢ３を２等分した各領域の厚みをＢ４として示す。繊維基材層Ｃ１及びＣ２は、
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それぞれ厚みＢ４の各領域内に１つずつ存在する。
　図４Ａに示す絶縁性基板１１４は、製造過程において加熱加圧成形後冷却される時に、
樹脂層が繊維基材層よりも大きく収縮するため、常温では、図４Ｂに示すように繊維基材
層Ｃ２が偏在する方向を外側にして反る性質がある。
【００１８】
　図５は、本発明の絶縁性基板の他の一例として、３層の繊維基材層と６層の樹脂層から
なる絶縁性基板の断面を模式的に示した図である。図５Ａに示す絶縁性基板１１５は、一
面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２、ｒ３、繊維基材層Ｃ２、樹脂層ｒ４
、ｒ５、繊維基材層Ｃ３、樹脂層ｒ６の順に積層した層構成を有する。繊維基材層Ｃ１、
Ｃ２、Ｃ３のうち、最も一面側に位置する繊維基材層Ｃ１は、対応する順位の基準位置Ａ
１－Ａ１線よりも一面側（樹脂層ｒ１側）に偏在し、繊維基材層Ｃ２及びＣ３は、それぞ
れ対応する順位の基準位置Ａ２－Ａ２線及びＡ３－Ａ３線の上に存在する。絶縁性基板１
１５の全体厚みＢ３を繊維基材層の数で均等に分割した各領域、即ち全体厚みＢ３を３等
分した各領域の厚みをＢ４として示す。繊維基材層Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３は、それぞれ厚みＢ
４の各領域内に１つずつ存在する。
　図５Ａに示す絶縁性基板１１５は、製造過程において加熱加圧成形後冷却される時に、
樹脂層が繊維基材層よりも大きく収縮するため、常温では、図５Ｂに示すように繊維基材
層Ｃ１が偏在する方向を外側にして反る性質がある。
【００１９】
　図６は、３層の繊維基材層と６層の樹脂層を含む本発明の絶縁性基板の他の一例の断面
を模式的に示した図である。図６Ａに示す絶縁性基板１１６は、一面側から樹脂層ｒ１、
繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２、ｒ３、繊維基材層Ｃ２、樹脂層ｒ４、ｒ５、繊維基材層Ｃ
３、樹脂層ｒ６の順に積層した層構成を有する。繊維基材層Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３のうち、最
も一面側に位置する繊維基材層Ｃ１は、対応する順位の基準位置Ａ１－Ａ１線よりも一面
側（樹脂層ｒ１側）に偏在し、最も他面側に位置する繊維基材層Ｃ３は、対応する順位の
基準位置Ａ３－Ａ３線よりも一面側（樹脂層ｒ５側）に偏在し、即ち繊維基材層Ｃ１及び
Ｃ３は同じ方向に偏在している。繊維基材層Ｃ２は対応する順位の基準位置Ａ２－Ａ２線
上に存在する。絶縁性基板１１６の全体厚みＢ３を繊維基材層の数で均等に分割した各領
域、即ち全体厚みＢ３を３等分した各領域の厚みをＢ４として示す。繊維基材層Ｃ１、Ｃ
２、Ｃ３は、それぞれ厚みＢ４の各領域内に１つずつ存在する。
　図６Ａに示す絶縁性基板１１６は、製造過程において加熱加圧成形後冷却される時に、
樹脂層が繊維基材層よりも大きく収縮するため、常温では、図６Ｂに示すように繊維基材
層Ｃ１及びＣ３が偏在する方向を外側にして反る性質がある。
【００２０】
　本発明の絶縁性基板は、特に限定はされないが、前記繊維基材層のうち少なくとも１つ
が、対応する順位の基準位置よりも一面側に偏在し、前記偏在する繊維基材層は、当該繊
維基材層の一面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ５）と、当該繊維基材層の他面側の樹脂充填
領域の厚み（Ｂ６）との比（Ｂ５／Ｂ６）が、０．１＜Ｂ５／Ｂ６＜１．２であることが
好ましい。
　なお、本発明において「樹脂充填領域」とは、繊維基材層の界面から隣の繊維基材層又
は空気層までの界面までの距離を意味する。前記樹脂充填領域は、１層の樹脂層からなる
ものでも良いし、複数の樹脂層が積層してなるものであっても良い。また、本発明におい
て「界面」とは、樹脂層と繊維基材層又は空気層との境界となる面の凹凸を平均化した平
坦な面を意味する。
　図１Ａ、図２Ａ、図３Ａ、図４Ａ、図５Ａ及び図６Ａに示す各絶縁性基板に、それぞれ
偏在する繊維基材層を基準としたときのＢ５及びＢ６を示す。なお、図３Ａに示す絶縁性
基板１１３と図６Ａに示す絶縁性基板１１６は、２つの繊維基材層が偏在するため、偏在
する繊維基材層各々を基準としたＢ５及びＢ６を示す。
　なお、本発明の絶縁性基板は、Ｂ５／Ｂ６が１以上となる場合があるが、これは、例え
ば図４Ａに示す絶縁性基板１１４の場合や、図６Ａに示す絶縁性基板１１６において繊維
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基材層Ｃ３を基準とした場合等が挙げられる。
　本発明の絶縁性基板は、Ｂ５／Ｂ６が前記下限値未満の場合は、繊維基材層が極端に偏
在することになるため、絶縁性基板の反りが大きくなりすぎることがある。一方、Ｂ５／
Ｂ６が前記上限値を超える場合は、繊維基材層間の距離が大きすぎて、反りの制御が困難
となることがある。よって、Ｂ５／Ｂ６が前記範囲内であると、繊維基材層がバランス良
く配置されるため、絶縁性基板の反りの制御が容易になる。
【００２１】
　本発明の絶縁性基板は、特に限定はされないが、全体厚み（Ｂ３）を繊維基材層の数で
均等に分割した厚みＢ４の各領域（以下、単に「厚みＢ４の領域」又は「Ｂ４領域」と称
することがある。）内に、それぞれ１つの繊維基材層が存在することが、絶縁性基板の反
りが大きくなり過ぎずに反りの制御を容易にする観点から好ましい。
【００２２】
　本発明の絶縁性基板は、特に限定はされないが、厚みＢ４の各領域のうち少なくとも１
つが、１つの繊維基材層を、対応する順位の基準位置よりも一面側に偏在して有し、前記
偏在する繊維基材層は、当該繊維基材層の一面側の界面から当該繊維基材層が属する厚み
Ｂ４の領域の当該一面側の境界までの距離（Ｂ７）と、当該繊維基材層の他面側の界面か
ら当該繊維基材層が属する厚みＢ４の領域の当該他面側の境界までの距離（Ｂ８）との比
（Ｂ７／Ｂ８）が、０．１＜Ｂ７／Ｂ８＜０．９であることが、絶縁性基板の反りが大き
くなり過ぎずに反りの制御を容易にする観点から好ましい。
　図１Ａ、図２Ａ、図４Ａ、図５Ａ及び図６Ａに示す各絶縁性基板に、それぞれ偏在する
繊維基材層を基準としたときのＢ７及びＢ８を示す。なお、図３Ａに示す絶縁性基板１１
３のように、厚みＢ４の領域内に１つも繊維基材層が存在しない場合や複数の繊維基材層
が存在する場合は、Ｂ７及びＢ８を特定することができない。図１Ａに示す絶縁性基板１
１１や図２Ａに示す絶縁性基板１１２のように、繊維基材層を１層しか有しない絶縁性基
板の場合は、Ｂ７及びＢ８は、それぞれ上述したＢ５及びＢ６と同じ値になる。
【００２３】
　また、本発明の絶縁性基板が複数の繊維基材層を有するものである場合は、前記複数の
繊維基材層のうち最も一面側に位置するものが、対応する順位の基準位置よりも前記一面
側に偏在して配置されていることが、絶縁性基板の反る方向を確実に制御する観点から好
ましい。
　同様の観点から、前記複数の繊維基材層のうち最も一面側に位置するものが、対応する
順位の基準位置よりも前記一面側に偏在して配置され、且つ、最も他面側に位置するもの
が、対応する順位の基準位置よりも前記一面側に配置されていることが特に好ましい。
【００２４】
　本発明の絶縁性基板の全体厚み（Ｂ３）は、特に限定されないが、通常０．０３～０．
５ｍｍ、好ましくは０．０４～０．４ｍｍである。
【００２５】
　本発明の絶縁性基板の全体厚み（Ｂ３）を繊維基材層の数で均等に分割した各領域の厚
み（Ｂ４）は、特に限定されないが、通常５～２００μｍである。
【００２６】
　本発明の絶縁性基板が有する樹脂層は、熱硬化性、感光性等の硬化性樹脂組成物が硬化
してなる層である。一方、本発明の絶縁性基板が有する繊維基材層は、繊維基材に前記硬
化性樹脂組成物が含浸、硬化してなる層である。
　また、本発明に用いられる絶縁性基板は、繊維基材層の一面側にある樹脂層と、他面側
にある樹脂層とが異なる硬化性樹脂組成物で形成されていても良い。複数の樹脂層が隣接
して積層する場合は、樹脂層同士の接着性に影響がない範囲で、隣り合う樹脂層は互いに
異なる硬化性樹脂組成物で形成されていても良い。また、繊維基材層は、一面側の樹脂層
又は他面側の樹脂層のいずれかを形成する硬化性樹脂組成物が含浸しているか、或いは、
一面側の樹脂層を形成する樹脂が含浸し、他面側の樹脂層を形成する樹脂が含浸し、繊維
基材の内部で２種類の樹脂が接触または混合していてもよい。
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【００２７】
　前記繊維基材としては、特に限定されないが、半導体装置の製造プロセス及び使用条件
に耐えられる耐熱性を有する材料が選ばれる。そのような繊維基材としては、例えば、ガ
ラス織布、ガラス不織布等のガラス繊維基材、ポリアミド樹脂繊維、芳香族ポリアミド樹
脂繊維、全芳香族ポリアミド樹脂繊維等のポリアミド系樹脂繊維、ポリエステル樹脂繊維
、芳香族ポリエステル樹脂繊維、全芳香族ポリエステル樹脂繊維等のポリエステル系樹脂
繊維、ポリイミド樹脂繊維、フッ素樹脂繊維、ポリベンゾオキサゾール樹脂等を主成分と
する織布または不織布で構成される合成繊維基材、クラフト紙、コットンリンター紙、リ
ンターとクラフトパルプの混抄紙等を主成分とする紙基材等の有機繊維基材等の繊維基材
、ポリエステル、ポリイミド等の樹脂フィルム等が挙げられる。これらの中でもガラス繊
維基材が好ましい。これにより、絶縁性基板の強度を向上することができ、また、絶縁性
基板の熱膨張係数を小さくすることができる。
【００２８】
　ガラス繊維基材を構成するガラスとしては、例えばＥガラス、Ｃガラス、Ａガラス、Ｓ
ガラス、Ｄガラス、ＮＥガラス、Ｔガラス、Ｈガラス、石英ガラス等が挙げられる。これ
らの中でも、特にＥガラス、Ｔガラスを用いる場合に、ガラス繊維基材の高弾性化を達成
することができ、熱膨張係数も小さくすることができる。
【００２９】
　前記繊維基材の厚さは特に限定されないが、通常５～２００μｍ程度の厚さのものが用
いられ、特にプリント配線板のコア層（絶縁性基板の部分）を薄くしたい場合には５～１
００μｍ程度とすることが好ましい。
【００３０】
　前記硬化性樹脂組成物としては、熱硬化性、感光性等の硬化性樹脂組成物が用いられる
が、通常は熱硬化性樹脂組成物が用いられる。熱硬化性樹脂組成物は、通常、熱硬化性樹
脂、硬化剤、充填材等を含有する。
【００３１】
　熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、シアネート樹脂、ビスマレイミド樹脂、フェノ
ール樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド
樹脂等が用いられ、通常は、エポキシ樹脂に他の熱硬化性樹脂を適宜組み合わせて用いら
れる。
　前記エポキシ樹脂としては、特に限定されないが、実質的にハロゲン原子を含まないエ
ポキシ樹脂であり、例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポ
キシ樹脂、ビスフェノールＥ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、ビスフ
ェノールＺ型エポキシ樹脂（４，４’－シクロヘキシジエンビスフェノール型エポキシ樹
脂）、ビスフェノールＰ型エポキシ樹脂（４，４’－（１，４－フェニレンジイソプリジ
エン）ビスフェノール型エポキシ樹脂）、ビスフェノールＭ型エポキシ樹脂（４，４’－
（１，３－フェニレンジイソプリジエン）ビスフェノール型エポキシ樹脂）等のビスフェ
ノール型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型
エポキシ樹脂等のノボラック型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、キシリレン型
エポキシ樹脂、フェノールアラルキル型エポキシ樹脂、ビフェニルアラルキル型エポキシ
樹脂、ビフェニルジメチレン型エポキシ樹脂、ビフェニルアラルキル型ノボラックエポキ
シ樹脂、トリスフェノールメタンノボラック型エポキシ樹脂、１，１，２，２－（テトラ
フェノール）エタンのグリシジルエーテル類、３官能、又は４官能のグリシジルアミン類
、テトラメチルビフェニル型エポキシ樹脂等のアリールアルキレン型エポキシ樹脂、ナフ
タレン骨格変性クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、メトキシナフタレン変性クレゾー
ルノボラック型エポキシ樹脂、メトキシナフタレンジメチレン型エポキシ樹脂、ナフトー
ルアルキレン型エポキシ樹脂等のナフタレン型エポキシ樹脂、アントラセン型エポキシ樹
脂、フェノキシ型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ノルボルネン型
エポキシ樹脂、アダマンタン型エポキシ樹脂、フルオレン型エポキシ樹脂、上記エポキシ
樹脂をハロゲン化した難燃化エポキシ樹脂等が挙げられる。これらの中の１種類を単独で



(10) JP 5152432 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

用いることもできるし、異なる重量平均分子量を有する２種類以上を併用することもでき
、１種類又は２種類以上と、それらのプレポリマーを併用することもできる。
【００３２】
　これらのエポキシ樹脂の中でもノボラック型エポキシ樹脂が好ましく、その中でもビフ
ェニルアラルキル型ノボラックエポキシ樹脂がより好ましく、その中でもビフェニルジメ
チレン型エポキシ樹脂が特に好ましい。
　ビフェニルアラルキル型ノボラックエポキシ樹脂とは、繰返し単位中に一つ以上のビフ
ェニルアルキレン基を有するエポキシ樹脂をいう。例えばキシリレン型エポキシ樹脂、ビ
フェニルジメチレン型エポキシ樹脂等が挙げられる。ビフェニルジメチレン型エポキシ樹
脂は、例えば、下記式（Ｉ）で示すことができる。
【００３３】
【化１】

【００３４】
　前記式（Ｉ）で示されるビフェニルジメチレン型エポキシ樹脂の平均繰返し単位数ｎは
、特に限定されないが、１～１０が好ましく、特に２～５が好ましい。平均繰返し単位数
ｎが前記下限値未満であるとビフェニルジメチレン型エポキシ樹脂が結晶化しやすくなり
、汎用溶媒に対する溶解性が低下するため取り扱いが困難になる場合がある。また、平均
繰返し単位数ｎが前記上限値を超えると樹脂の流動性が低下し、成形不良等の原因になる
場合がある。
【００３５】
　エポキシ樹脂の分子量は特に限定されないが、ノボラック型エポキシ樹脂を用いる場合
には、その重量平均分子量が５．０×１０２～２．０×１０４の範囲であることが好まし
い。ノボラック型エポキシ樹脂の重量平均分子量は、例えばＧＰＣ（ゲルパーミエーショ
ンクロマトグラフィー、標準物質：ポリスチレン換算）で測定することができる。
　また、エポキシ樹脂の含有量は特に限定されないが、熱硬化性樹脂組成物の固形分基準
で１～６５重量％が好ましい。
【００３６】
　本発明の熱硬化性樹脂組成物にシアネート樹脂を含ませることにより、難燃性を向上さ
せ、熱膨張係数を小さくし、さらに、樹脂層の電気特性（低誘電率、低誘電正接）等を向
上させることができ、前記シアネート樹脂は、特に限定されないが、例えば、ハロゲン化
シアン化合物とフェノール類やナフトール類とを反応させ、必要に応じて加熱等の方法で
プレポリマー化することにより得ることができる。また、このようにして調製された市販
品を用いることもできる。
【００３７】
　前記シアネート樹脂の種類としては、特に限定されないが、例えば、ノボラック型シア
ネート樹脂、ビスフェノールＡ型シアネート樹脂、ビスフェノールＥ型シアネート樹脂、
テトラメチルビスフェノールＦ型シアネート樹脂等のビスフェノール型シアネート樹脂、
ジシクロペンタジエン型シアネート樹脂、ビフェニルアラルキル型シアネート樹脂、及び
ナフトールアラルキル型シアネート樹脂等を挙げることができる。ノボラック型シアネー
ト樹脂は、樹脂層の熱膨張係数を小さくすることができ、樹脂層の機械的強度、電気特性
（低誘電率、低誘電正接）にも優れる。
【００３８】
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　前記シアネート樹脂は、分子内に２個以上のシアネート基（－Ｏ－ＣＮ）を有すること
が好ましい。例えば、２，２’－ビス（４－シアナトフェニル）イソプロピリデン、１，
１’－ビス（４－シアナトフェニル）エタン、ビス（４－シアナト－３，５－ジメチルフ
ェニル）メタン、１，３－ビス（４－シアナトフェニル－１－（１－メチルエチリデン）
）ベンゼン、ジシクロペンタジエン型シアネートエステル、フェノールノボラック型シア
ネートエステル、ビス（４－シアナトフェニル）チオエーテル、ビス（４－シアナトフェ
ニル）エーテル、１，１，１－トリス（４－シアナトフェニル）エタン、トリス（４－シ
アナトフェニル）ホスファイト、ビス（４－シアナトフェニル）スルホン、２，２－ビス
（４－シアナトフェニル）プロパン、１，３－、１，４－、１，６－、１，８－、２，６
－又は２，７－ジシアナトナフタレン、１，３，６－トリシアナトナフタレン、４，４－
ジシアナトビフェニル、及びフェノールノボラック型、クレゾールノボラック型の多価フ
ェノール類と、ハロゲン化シアンとの反応で得られるシアネート樹脂、ナフトールアラル
キル型の多価ナフトール類と、ハロゲン化シアンとの反応で得られるシアネート樹脂等が
挙げられる。これらの中で、フェノールノボラック型シアネート樹脂が難燃性、及び低熱
膨張性に優れ、２，２－ビス（４－シアナトフェニル）イソプロピリデン、及びジシクロ
ペンタジエン型シアネートエステルが架橋密度の制御、及び耐湿信頼性に優れている。特
に、フェノールノボラック型シアネート樹脂が低熱膨張性の点から好ましい。また、更に
他のシアネート樹脂を１種類あるいは２種類以上併用したりすることもでき、特に限定さ
れない。
【００３９】
　前記シアネート樹脂は、単独で用いてもよいし、種類の異なるシアネート樹脂を併用し
たり、シアネート樹脂とそのプレポリマーとを併用したりすることもできる。
　前記プレポリマーは、通常、前記シアネート樹脂を加熱反応等により、例えば３量化す
ることで得られるものであり、ワニスの成形性、流動性を調整するために好ましく使用さ
れるものである。
　前記プレポリマーは、特に限定されないが、例えば、３量化率が２０～５０重量％のプ
レポリマーを用いた場合、良好な成形性、流動性を発現できる。
　前記シアネート樹脂の含有量は、特に限定されないが、熱硬化性樹脂組成物全体の固形
分基準で５～４２重量％が好ましい。
【００４０】
　熱硬化性樹脂組成物に含ませる硬化剤とは、熱硬化性樹脂の硬化剤であり、例えば、エ
ポキシ基と反応して樹脂組成物を硬化させる化合物のほか、エポキシ基同士の反応を促進
する硬化促進剤も使用される。
　熱硬化性樹脂組成物に含ませる硬化剤としては、特に限定されないが、例えば、ナフテ
ン酸亜鉛、ナフテン酸コバルト、オクチル酸スズ、オクチル酸コバルト、ビスアセチルア
セトナートコバルト（ＩＩ）トリスアセチルアセトナートコバルト（ＩＩＩ）等の有機金
属塩、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジアザビシクロ［２，２，２］オクタン等
の３級アミン類、２－メチルイミダゾール、２－フェニルイミダゾール、２－フェニル－
４－メチルイミダゾール、２－エチル－４－エチルイミダゾール、１－ベンジル－２－メ
チルイミダゾール、１－ベンジル－２－フェニルイミダゾール、２－ウンデシルイミダゾ
ール、１－シアノエチル－２－エチル－４－メチルイミダゾール、１－シアノエチル－２
－ウンデシルイミダゾール、２－フェニル－４－メチル－５－ヒドロキシイミダゾール、
２－フェニル－４，５－ジヒドロキシイミダゾール、２，３－ジヒドロ－１Ｈ－ピロロ（
１，２－ａ）ベンズイミダゾール等のイミダゾール類、フェノール、ビスフェノールＡ、
ノニルフェノール等のフェノール化合物、酢酸、安息香酸、サリチル酸、パラトルエンス
ルホン酸等の有機酸等、またはそれらの混合物が挙げられる。
　硬化剤の量は、特に限定されないが、有機金属塩、イミダゾール類を用いる場合は、熱
硬化性樹脂組成物全体の固形分基準で０．０５～４重量％であることが好ましい。また、
フェノール化合物、有機酸を用いる場合は、熱硬化性樹脂組成物全体の固形分基準で３～
４０重量％であることが好ましい。
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【００４１】
　熱硬化性樹脂組成物に含ませる充填材としては、特に限定されないが、例えば、タルク
、焼成クレー、未焼成クレー、マイカ、ガラス等のケイ酸塩；酸化チタン、アルミナ、ベ
ーマイト、シリカ、溶融シリカ等の酸化物；炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ハイド
ロタルサイト等の炭酸塩；水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム
等の水酸化物、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、亜硫酸カルシウム等の硫酸塩または亜硫
酸塩；ホウ酸亜鉛、メタホウ酸バリウム、ホウ酸アルミニウム、ホウ酸カルシウム、ホウ
酸ナトリウム等のホウ酸塩、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化ケイ素、窒化炭素等の
窒化物；チタン酸ストロンチウム、チタン酸バリウム等のチタン酸塩等の無機充填材を用
いることができる。
【００４２】
　前記無機充填材の粒径は、特に限定されないが、平均粒径０．００５～１０μｍである
ことが好ましく、特に平均粒径５．０μｍ以下の球状シリカであることが好ましい。なお
、平均粒子径は、例えば粒度分布計（ＨＯＲＩＢＡ製、ＬＡ－５００）により測定するこ
とができる。
　充填材の含有量は、特に限定されないが、前記熱硬化性樹脂組成物全体の固形分基準で
２０～８０重量％が好ましい。
【００４３】
　熱硬化性樹脂組成物は、必要に応じ他の成分を含んでいても良く、例えば、無機充填材
との濡れ性を改善するためのカップリング剤、樹脂組成物を着色するための着色剤、消泡
剤、レベリング剤、難燃剤等を含ませる。
【００４４】
（絶縁性基板の製造方法）
　本発明の絶縁性基板は、前記繊維基材及び前記硬化性樹脂組成物を用いて、１層以上の
繊維基材層及び２層以上の樹脂層を含み、両面の最外層が樹脂層であり、少なくとも１つ
の繊維基材層が、対応する順位の基準位置よりも一面側又は他面側に偏在し、異なる方向
に偏在しているものがないような層構成の積層体を形成し、当該積層体を加熱加圧成形し
て硬化させることにより得ることができる。なお、加熱加圧成形前の前記積層体が有する
硬化性樹脂組成物は、Ｂステージ状態である。この加熱加圧成形前の積層体を、以下、単
に「積層体」と称することがある。
【００４５】
　前記積層体を得る方法としては、例えば、プリプレグを用いる方法がある。
　プリプレグとは一般に、繊維基材等の含浸性基材に熱硬化性樹脂等を含む樹脂組成物を
含浸させ、さらに必要に応じて当該基材の片面または両面に含浸できなかった過剰分の樹
脂組成物が担持されてなる樹脂層を形成し、Ｂステージ状態に硬化又は乾燥させたもので
ある。
　前記積層体を得るために用いるプリプレグとしては、非対称プリプレグ及び対称プリプ
レグがある。本発明において、非対称プリプレグとは、基材層の一面側に設けられた樹脂
層と、他面側に設けられた樹脂層の厚みが異なるプリプレグのことを意味する。即ち、非
対称プリプレグとは、プリプレグの厚さ方向に対して基材層が偏在しているプリプレグの
ことである。
　一方、対称プリプレグとは、基材層の両面に設けられた樹脂層の厚さが互いに等しいプ
リプレグのことを意味する。また、本発明において、基材層から厚さ方向にはみ出した樹
脂層がほとんど無いプリプレグも対称プリプレグとする。
【００４６】
　本発明では、前記繊維基材及び前記硬化性樹脂組成物を用いて作製したプリプレグを用
いることができる。前記硬化性樹脂組成物を前記繊維基材に含浸させる際には、前記硬化
性樹脂組成物を溶剤に溶解してワニスにし、当該ワニスを前記繊維基材に含浸させる。
　前記硬化性樹脂組成物のワニスを得るための溶剤としては、少なくとも前記熱硬化性樹
脂組成物に対して良好な溶解性、分散性を示すことが望ましいが、悪影響を及ぼさない範
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囲で貧溶媒を使用してもよい。具体的には、アルコール類、エーテル類、アセタール類、
ケトン類、エステル類、アルコールエステル類、ケトンアルコール類、エーテルアルコー
ル類、ケトンエーテル類、ケトンエステル類、及びエステルエーテル類等の有機溶剤を用
いることができる。良好な溶解性を示す溶剤としては、例えば、アセトン、メチルエチル
ケトン、メチルイソブチルケトン、シクロペンタノン、ジメチルホルムアミド、ジメチル
アセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレ
ングリコールモノブチルエーテル等が挙げられる。
　前記ワニスの固形分（不揮発分）濃度は、特に限定されないが、通常は３０～８０重量
％程度とする。
【００４７】
　本発明で用いる非対称プリプレグ及び対称プリプレグは、以下の方法によって作製する
ことができる。
【００４８】
（非対称プリプレグ）
　非対称プリプレグにおいて、比較的薄い樹脂層を第１樹脂層と称し、比較的厚い樹脂層
を第２樹脂層と称する。また、前記第１樹脂層を形成するために用いる硬化性樹脂組成物
を第１樹脂組成物と称し、前記第２樹脂層を形成するために用いる硬化性樹脂組成物を第
２樹脂組成物と称する。
　非対称プリプレグは、両面の樹脂層の厚みが異なるため、繊維基材をワニス中に浸漬さ
せる単純な方法で作製することは難しい。
　図７に非対称プリプレグを得る方法の一例を示す。この方法では、先ず、図７Ａに示す
ように、第１樹脂組成物のワニスをキャリアフィルム２’(film）に塗工した第１キャリ
ア材料２’、および第２樹脂組成物のワニスをキャリアフィルム３’(film）に塗工した
第２キャリア材料３’を製造する。また、繊維基材１’を準備する。次に、図７Ｂに示す
ように、これら第１及び第２キャリア材料を、それらのワニス塗工層２’(layer）、３’
(layer）が繊維基材１’と向き合うように、当該繊維基材１’に重ねてラミネートするこ
とにより、非対称プリプレグ１０１の第１樹脂層２側表面および第２樹脂層３側表面にキ
ャリアフィルム２’(film）、３’(film）がそれぞれ積層されたキャリアフィルム付き非
対称プリプレグ１０２が得られる。非対称プリプレグ１０１の繊維基材層１は、非対称プ
リプレグの厚みを２分割したＡ－Ａ線よりも第１樹脂層２側に偏在している。
　キャリアフィルムは、非対称プリプレグが得られた後、必要に応じて剥離等の方法で除
去してもよい。例えば、非対称プリプレグを含む２枚以上のプリプレグをラミネート成形
する段階で、プリプレグ積層体の最表面に位置するキャリアフィルム以外のキャリアフィ
ルムを全てのプリプレグから予め除去した後で、それらプリプレグを重ね合わせる。
【００４９】
　なお、前記キャリアフィルムは、金属箔および樹脂フィルムよりなる群から選ばれる。
　前記金属箔としては、例えば、銅箔、アルミ箔等の金属箔、支持体上に銅メッキ処理を
行って形成した銅薄膜等が挙げられる。
　前記樹脂フィルムとしては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィ
ン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル、ポ
リカーボネート、シリコーンシート等の離型紙、フッ素系樹脂、ポリイミド樹脂等の耐熱
性を有した熱可塑性樹脂フィルム等が挙げられる。これらの中でも、ポリエステルで構成
されるフィルムが最も好ましい。これにより、樹脂層から適度な強度で剥離することが容
易となる。
【００５０】
　第１及び第２キャリア材料２’、３’を繊維基材１’にラミネートする方法としては、
例えば、真空ラミネート装置を用いて、繊維基材１’の一面側から第１キャリア材料を重
ね合わせ、他面側から第２キャリア材料を重ね合わせて、減圧下ラミネートロールで接合
かつ密封した後、熱風乾燥装置で第１及び第２キャリア材料を構成する樹脂組成物の溶融
温度以上の温度で加熱処理する方法がある。このとき、繊維基材中は前記減圧下を保持し
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ているため、毛細管現象によりに溶融含浸させることができる。
　前記加熱処理する他の方法は、例えば赤外線加熱装置、加熱ロール装置、平板状の熱盤
プレス装置等を用いて実施することができる。
【００５１】
　非対称プリプレグを得る他の方法として次のような方法もある。
　（１）繊維基材１’の片面に、第１樹脂層２となる第１樹脂組成物のワニスを含浸、乾
燥させ、その上にキャリアフィルム２’(film）を重ね合わせ、さらに、繊維基材１’の
もう一方の片面に、第２樹脂層３となる第２樹脂組成物のワニスを含浸、乾燥させ、その
上にキャリアフィルム３’(film）を重ね合わせて、加熱、加圧する方法。
　（２）繊維基材１’の一面側に、第１樹脂組成物のワニスを塗布、含浸、乾燥して第１
樹脂層２を形成し、当該繊維基材１’の他面に第２樹脂組成物のワニスをロールコーター
、コンマコーター等にて塗布、乾燥して第２樹脂層３を形成し、第１及び第２樹脂層をＢ
ステージ化し、このＢステージ化した第１及び第２樹脂層２、３の表面にそれぞれキャリ
アフィルム２’(film)、３’(film)を重ね合わせて、加熱、加圧下にラミネートする方法
。
　（３）繊維基材１’に、第１樹脂組成物のワニスを塗布、含浸、乾燥して第１樹脂層２
を形成し、次いで当該第１樹脂層の表面にキャリアフィルム２’(film)を重ね合わせる。
更に、第２樹脂組成物のワニスをキャリアフィルム３’(film)に塗工した第２キャリア材
料３’を別途製造し、当該第２キャリア材料３’を、その第２樹脂層３’(layer)が繊維
基材１’の第１樹脂層２を設けたのとは反対側の面に向き合うように重ね合わせて加熱、
加圧下にラミネートする方法。
　（４）繊維基材１’の一方の面に第１樹脂組成物のワニス、他方の面に第２樹脂組成物
のワニスをそれぞれダイコーターで塗布、含浸、乾燥して、それぞれ第１樹脂層２、第２
樹脂層３を形成する方法。この時、予め繊維基材１’に第１樹脂組成物または第２樹脂組
成物を含浸させ、その後一方の面に第１樹脂組成物のワニス、他方の面に第２樹脂組成物
をそれぞれダイコーターで塗布、乾燥しても構わない。
【００５２】
（対称プリプレグ）
　一方、対称プリプレグは、非対称プリプレグとは異なり両面の樹脂層の厚みが等しいの
で、一般的な含浸の手法、例えばガラスクロスをワニスに浸漬する方法、各種コーターに
よる塗布する方法、スプレーによる吹き付ける方法等を採用することができ、適当な手法
により樹脂組成物を含浸させた基材を、例えば９０～２２０℃の温度で１～１０分乾燥さ
せることにより、Ｂステージ状態の対称プリプレグが得られる。
　また、対称プリプレグは、上述した非対称プリプレグの製造方法と同様の方法で、繊維
基材層の両面に設ける樹脂層の厚みが互いに等しくなるように調整することにより得るこ
ともできる。
【００５３】
　プリプレグを用いて前記積層体を得る方法としては、例えば、（ａ）非対称プリプレグ
を用いる方法、（ｂ）対称プリプレグの片面にさらに樹脂層を積層する方法、及び（ｃ）
厚みの異なるプリプレグを組み合わせて積層する方法等が挙げられる。
　以下、上記（ａ）～（ｃ）の各方法について詳細に説明する。なお、通常は、加熱加圧
成形前の積層体が有する各繊維基材層及び各樹脂層の厚みは、加熱加圧成形後もあまり変
わらないため、前記積層体においても、繊維基材層を一面側から順にＣｘ（ｘは１～ｎで
表される整数であり、ｎは繊維基材層の数である。）とし、積層体の全体厚み（Ｂ３）を
繊維基材層の数（ｎ）で均等に分割し、分割した各領域の厚み（Ｂ４）をさらに均等に２
分割する位置を繊維基材層の基準位置とし、当該各々の基準位置を一面側から順にＡｘ（
ｘは１～ｎで表される整数であり、ｎは繊維基材層の数である。）とする。
【００５４】
（ａ）非対称プリプレグを用いる方法
　非対称プリプレグは上述した通り、繊維基材層の両面に樹脂層を有し、プリプレグの厚
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さ方向に対して繊維基材層が偏在している。従って、１枚の非対称プリプレグを、絶縁性
基板を得るための積層体として用いることができる。１枚の非対称プリプレグを加熱加圧
成形して硬化させることにより、図１に示すような絶縁性基板を得ることができる。
　また、非対称プリプレグと対称プリプレグを組み合わせて積層することによっても前記
積層体を得ることができる。
　例えば、まず、図８Ａに示すように、１枚の非対称プリプレグ１０１と２枚の対称プリ
プレグ１０３を準備する。非対称プリプレグ１０１は、繊維基材層１の一面側に第１樹脂
層２（薄い樹脂層）、他面側に第２樹脂層３（厚い樹脂層）を有し、対称プリプレグ１０
３は、繊維基材層１の両面に同じ厚さの樹脂層４を有する。これらのプリプレグを、一面
側から非対称プリプレグ１０１、対称プリプレグ１０３、１０３の順に配し、薄い第一樹
脂層２が一面側の最外層になるように非対称プリプレグ１０１は配向される。次に、図８
Ｂに示すように、これらのプリプレグを重ね合わせてラミネートすることで、積層体１２
１を得ることができる。積層体１２１が有する繊維基材層Ｃ１は、対応する順位の基準位
置Ａ１－Ａ１線よりも一面側の方向に偏在する。得られた積層体１２１を加熱加圧成形し
て硬化させると、図５Ａに示すような絶縁性基板を得ることができる。
　その他の例としては、まず、図９Ａに示すように、一面側から非対称プリプレグ１０１
、対称プリプレグ１０３、非対称プリプレグ１０１を順に配する。次に、図９Ｂに示すよ
うに、これらのプリプレグを重ね合わせてラミネートすると、積層体１２２が得られる。
積層体１２２が有する繊維基材層Ｃ１、Ｃ３が、それぞれ対応する順位の基準位置Ａ１－
Ａ１線、Ａ３－Ａ３線よりも一面側の方向に偏在するように、前記２つの非対称プリプレ
グ１０１、１０１は配向される。得られた積層体１２２を加熱加圧成形して硬化させると
、図６Ａに示すような絶縁性基板を得ることができる。
　また、図示はしないが、複数の非対称プリプレグを積層することによって本発明で用い
られる積層体を得ることもできる。
　複数の非対称プリプレグを用いるときは、非対称プリプレグの繊維基材層が同じ方向に
偏在するように積層する。
　（ａ）の方法で用いられるプリプレグの厚みは、特に限定されず、得られる積層体の少
なくとも１つの繊維基材層が対応する順位の基準位置よりも一面側又は他面側に偏在し、
異なる方向に偏在するものがないように、適宜調整することができる。
【００５５】
（ｂ）対称プリプレグの片面にさらに樹脂層を積層する方法
　本発明に用いる積層体を得る他の方法として、対称プリプレグの片面にさらに樹脂層を
積層する方法がある。対称プリプレグの片面に樹脂層を積層させる方法としては、特に限
定されないが、例えば、上述した硬化性樹脂組成物のワニスを塗布、乾燥させる方法や、
樹脂シートを重ね合わせて、加熱、加圧する方法等が挙げられる。前記樹脂シートとは、
上述した硬化性樹脂組成物をＢステージ状態とした樹脂層を含むシートである。前記樹脂
シートとしては、Ｂステージ状態の樹脂層の片面又は両面にキャリアフィルムが積層され
てなるものを用いることもでき、このようなキャリアフィルムを有する樹脂シートを用い
る場合は、対称プリプレグ上に積層する際に、当該対称プリプレグの樹脂層と接する面側
のキャリアフィルムは除去してから積層する。
　樹脂シートが有するキャリアフィルムとしては、前記非対称プリプレグの作製に用いら
れるキャリアフィルムと同様のものを用いることができる。また、樹脂シートが有する樹
脂層は、前記硬化性樹脂組成物をＢステージ状態にしたものからなる。
　なお、ＪＩＳ－Ｋ６９００での定義では、シートとは薄く一般にその厚さが長さと幅の
わりには小さい平らな製品をいい、フィルムとは長さ及び幅に比べて厚さが極めて小さく
、最大厚さが任意に限定されている薄い平らな製品で、通例、ロールの形で供給されるも
のをいう。したがって、シートの中でも厚さの特に薄いものがフィルムであるといえるが
、シートとフィルムの境界は定かではなく、明確に区別しにくいので、本発明では、厚み
の厚いもの及び薄いものの両方の意味を含めて、「シート」と定義する。
【００５６】
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　図１０に、対称プリプレグと樹脂シートを用いて本発明に用いる積層体を得る方法を示
す。まず、図１０Ａに示すように、対称プリプレグ１０３と、キャリアフィルム４’（fi
lm）及びＢステージ状態の樹脂層４’（layer）からなる樹脂シート４’（sheet）を準備
し、対称プリプレグ１０３の片面の樹脂層４上に、樹脂シート４’（sheet）の樹脂層４
’（layer）が対称プリプレグ１０３の樹脂層４側に向くように配する。次に、対称プリ
プレグ１０３と樹脂シート４’（sheet）を重ね合わせてラミネートし、キャリアフィル
ム４’（film）を除去することにより、図１０Ｂに示す積層体１２３が得られる。積層体
１２３が有する繊維基材層Ｃ１が、基準位置Ａ１－Ａ１線よりも一面側に偏在するように
、樹脂シート４’（sheet）と対称プリプレグ１０３は配向される。得られた積層体１２
３を硬化させると、図２Ａに示すような絶縁性基板を得ることができる。
　また、対称プリプレグの片面にさらに樹脂層を積層した積層体を複数枚作製し、作製し
た複数枚の積層体を重ね合わせてラミネートすることによっても本発明に用いる積層体を
得ることができる。このとき、異なる方向に偏在する繊維基材層がないように、前記複数
の積層体を積層する。
　（ｂ）の方法で用いられるプリプレグ及び樹脂シートの厚みは、特に限定されず、得ら
れる積層体の少なくとも１つの繊維基材層が対応する順位の基準位置よりも一面側又は他
面側に偏在し、異なる方向に偏在するものがないように、適宜調整することができる。
【００５７】
（ｃ）厚みの異なるプリプレグを組み合わせて積層する方法
　本発明に用いる積層体は、厚みの異なるプリプレグを組み合わせて積層することによっ
ても得ることができる。例えば、厚みの異なる対称プリプレグを組み合わせて積層する方
法を図１１に示す。まず図１１Ａに示すように、比較的薄い対称プリプレグ１０３’と比
較的厚い対称プリプレグ１０３’’を準備し、一面側から薄い対称プリプレグ１０３’と
厚い対称プリプレグ１０３’’を順に配する。これらの対称プリプレグ１０３’、１０３
’’を重ね合わせてラミネートすることによって、図１１Ｂに示す積層体１２４を得るこ
とができる。得られた積層体１２４が有する繊維基材層Ｃ１及びＣ２がそれぞれ対応する
順位の基準位置Ａ１－Ａ１線及びＡ２－Ａ２線よりも一面側に偏在するように、薄い対称
プリプレグ１０３’及び厚い対称プリプレグ１０３’’は配向される。なお、積層体１２
４には、厚みＢ４の各領域内にそれぞれ１つの繊維基材層が存在する。
　（ｃ）の方法で用いられるプリプレグとしては、得られる積層体の少なくとも１つの繊
維基材層が対応する順位の基準位置よりも一面側又は他面側に偏在し、異なる方向に偏在
するものがなければ、図１１に示すように対称プリプレグに限らず、非対称プリプレグを
用いることができ、その厚みも特に限定されず、適宜調整することができる。
【００５８】
　また、前記（ａ）～（ｃ）よりなる群から選択される２つ以上の方法を組み合わせた方
法によって、本発明で用いる積層体を得ることもできる。例えば、前記（ａ）～（ｃ）よ
りなる群から選択される２つ以上の方法によって、それぞれ積層体を作製し、得られた積
層体をさらに重ね合わせてラミネートする方法等が挙げられる。
【００５９】
　また、本発明で用いられる積層体としては、上述した方法によって得られた積層体に、
さらに繊維基材層及び樹脂層を積層したものであっても良い。繊維基材層及び樹脂層をさ
らに積層する方法としては、例えば、繊維基材の片面に樹脂組成物のワニスを含浸、乾燥
させ、その上にキャリアフィルムを積層したものを、繊維基材が積層体の樹脂層側に向く
ように配して、積層体の一面又は両面に重ね合わせ、加熱、加圧下にラミネートする方法
等が挙げられる。さらに最外層にあるキャリアフィルムを除去し、これを繰り返していく
こともできる。
　なお、この方法によって本発明で用いる積層体を作製する場合、さらに積層する樹脂層
の厚みは、当該積層体が有する少なくとも１つの繊維基材層が対応する順位の基準位置よ
りも一面側又は他面側に偏在に偏在し、且つ、異なる方向に偏在している繊維基材層がな
いように適宜調整する。
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【００６０】
　前記積層体を作製する際に、複数枚のプリプレグを用いる場合は、当該プリプレグとし
ては、異なる硬化性樹脂組成物及び／又は繊維基材を用いて得られたものを組み合わせて
用いることができる。また、さらに樹脂層や繊維基材層を積層する場合においても、それ
ぞれ異なるものを組み合わせて用いても良い。
　前記積層体において、複数の樹脂層が隣接して配される場合は、樹脂層同士の接着性に
影響がない範囲で、隣り合う樹脂層は互いに異なる硬化性樹脂組成物からなるものであっ
ても良い。
【００６１】
　なお、前記積層体の作製方法は、上述したものに限定されず、本発明の絶縁性基板に用
いることができる積層体を作製できる方法であれば、他の方法を採用することもできる。
【００６２】
　本発明の絶縁性基板は、前記積層体を、通常は１２０～２３０℃、１～５ＭＰａで加熱
加圧成形することによって得られる。
【００６３】
２．金属張積層板
　本発明の金属張積層板は、上記本発明の絶縁性基板の少なくとも一面側に金属箔層が設
けられていることを特徴とするものである。
　本発明の金属張積層板は、例えば、本発明の絶縁性基板の製造に用いられる前記積層体
の少なくとも一面側の最外層樹脂層上に、さらに金属箔を積層し、通常は１２０～２３０
℃、１～５ＭＰａで加熱加圧成形することによって得られる。
　なお、前記積層体の最外層に金属箔以外のキャリアフィルムが積層されている場合は、
当該キャリアフィルムを除去し、露出した樹脂層上に金属箔を積層することができる。一
方、少なくとも一面側の最外層にキャリアフィルムとして金属箔が積層された積層体を用
いる場合は、当該金属箔は除去せずに積層させたまま加熱加圧成形することにより、本発
明の金属張積層板を得ることができる。
【００６４】
　本発明の金属張積層板に用いられる金属箔としては、例えば、銅、銅系合金、アルミ、
アルミ系合金、銀、銀系合金、金、金系合金、亜鉛、亜鉛系合金、ニッケル、ニッケル系
合金、錫、錫系合金、鉄、鉄系合金等の金属箔が挙げられる。
【００６５】
３．プリント配線板
　本発明のプリント配線板は、上記本発明の絶縁性基板の少なくとも一面に、１層又は２
層以上の導体回路層を設けたものである。
　上記絶縁性基板又は金属張積層板をコア基板として用い、その片面又は両面に、サブト
ラクティブ法、アディティブ法、セミアディティブ法等の公知の方法により導体回路を形
成し、両面の導通を取ることにより、プリント配線板が得られる。通常は、コア基板に形
成した内層回路上に層間絶縁層と導体回路層をビルドアップして、導体回路層間の導通を
取り、最外層回路をその端子部のみ露出させてソルダーレジストで被覆することにより、
多層プリント配線板とする。
　ビルドアップの層間絶縁層としては、熱硬化性樹脂組成物のシート又はプリプレグを用
いることができる。層間絶縁層上に導体回路層を形成する方法としては、セミアディティ
ブ法が好適である。コア基板の両面あるいは各導体回路層の間の導通は、ドリル又はレー
ザーにより孔あけ加工を行い、孔の内部をメッキするか又は導電性材料で充填することに
より形成できる。
【００６６】
　一般的に、半導体素子が搭載されていない状態のプリント配線板は、半導体素子搭載面
に設けた導体回路層に含まれる金属残存率（残存面積）や回路パターン形状と、その反対
側である非搭載面に設けた導体回路層に含まれる金属残存率や回路パターン形状の影響を
受けて、プラス反りとマイナス反りのどちらも発生する可能性があり、しかも同じ仕様の
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プリント配線板であっても個々の製品ごとにプラス反りまたはマイナス反りが不規則に発
生する可能性がある。
　これに対し本発明においては、コア基板の絶縁性部分である絶縁性基板が、上述したよ
うに、１層以上の繊維基材層及び２層以上の樹脂層を含み、両面の最外層が樹脂層である
積層体の硬化物からなり、少なくとも１つの繊維基材層が、対応する順位の基準位置より
も一面側又は他面側に偏在し、異なる方向に偏在しているものがないことによって、当該
絶縁性基板及びこの絶縁性基板を用いたプリント配線板が、繊維基材層が偏在している方
向を外側にして反るか又は平坦に成形され、反りの方向や程度を制御できる。
【００６７】
４．半導体装置
　本発明の半導体装置は、上記本発明のプリント配線板の導体回路層上に半導体素子を搭
載してなるものである。
　一般的に、プリント配線板の熱収縮率は半導体素子の熱収縮率よりも大きいため、プリ
ント配線板の一面に半導体素子を搭載すると、半導体素子搭載面側を外側にして反る、い
わゆるマイナス反りが発生しやすい。
　また、本発明のプリント配線板は、コア層に含まれる繊維基材層が偏在する方向を外側
にして反る性質を有する。
　従って、半導体装置のマイナス反りを軽減又は防止できる観点から、本発明の半導体装
置は、前記プリント配線板に含まれる絶縁性基板において繊維基材層が偏在する方向の面
とは反対側の面に設けられた導体回路層上に半導体素子が搭載されていることが好ましい
。
　同様の観点から、前記プリント配線板に含まれる絶縁性基板が有する繊維基材層のうち
、最も一面側に位置する繊維基材層が対応する順位の基準位置よりも前記一面側に偏在し
て配置され、前記半導体素子が、繊維基材層が偏在する方向の面とは反対側の面に設けら
れた導体回路層上に半導体素子が搭載されていることが特に好ましい。
【００６８】
　プリント配線板の導体回路層上に半導体素子を搭載する方法としては、プリント配線板
の搭載面側の導体回路層上に、ダイアタッチ層を形成し、当該ダイアタッチ層を介して半
導体素子を仮接着し、必要に応じて軽度に押圧しながらダイアタッチ層を加熱軟化又は加
熱硬化させることにより、半導体素子を固定することができる。
　ダイアタッチ材としては、例えば（メタ）アクリル酸エステル共重合体等の熱可塑性樹
脂を含有する熱可塑性樹脂組成物からなるダイアタッチ材フィルムや、エポキシ樹脂等の
熱硬化性樹脂を含有する熱硬化性樹脂組成物からなるダイアタッチ材ペーストが用いられ
る。
　通常、半導体素子を固定と同時に、又は固定した後、半導体素子とプリント配線板を半
田ボール、ワイヤボンディング等の公知の方法で電気的接続する。
　電気的接続の後、素子搭載面は必要に応じて公知の方法で封止してもよい。封止材は、
特に限定されないが、従来から知られている半導体封止用エポキシ樹脂組成物が好適に用
いられる。半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤、無機充填材、硬
化促進剤、その他必要に応じて着色剤、離型剤、低応力成分、酸化防止剤等の添加剤を含
有し、これらの材料を混練し、顆粒状又はシート乃至フィルム状に成形したものを封止材
として用いることができ、例えば、特開２００８－３０３３６７号公報の記載を参考にし
て調製できる。
　また、別の方法としては、プリント配線板に半田バンプを有する半導体素子を実装し、
半田バンプを介して、前記プリント配線板と半導体素子とを接続する。そして、プリント
配線板と半導体素子との間には液状封止樹脂（アンダーフィル）を充填し、半導体装置を
製造する。
　半田バンプは、錫、鉛、銀、銅、ビスマスなどからなる合金で構成されることが好まし
い。半導体素子とプリント配線板との接続方法は、フリップチップボンダーなどを用いて
プリント配線板上の接続用電極部と半導体素子の半田バンプとの位置合わせを行ったあと
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、ＩＲリフロー装置、熱板、その他加熱装置を用いて半田バンプを融点以上に加熱し、プ
リント配線板と半田バンプとを溶融接合することにより接続する。なお、接続信頼性を良
くするため、予めプリント配線板上の接続用電極部に半田ペースト等の比較的融点の低い
金属の層を形成しておいても良い。この接合工程に先んじて、半田バンプ、及び／または
プリント配線板上の接続用電極部の表層にフラックスを塗布することで接続信頼性を向上
させることもできる。
【００６９】
　図１２は、図１に示す絶縁性基板１１１をコア層として有するプリント配線板上に半導
体素子を搭載した例について、その断面を模式的に示した図である。
　図１２において半導体装置１３１は、プリント配線板７に含まれる繊維基材層Ｃ１が偏
在する方向の面とは反対側の面に半導体素子８を搭載してなる。
　半導体装置１３１のプリント配線板７は、半導体装置１３１のコア層５の両面に多層化
された導体回路層が設けられている。半導体装置１３１のコア層５は、図１に示す絶縁性
基板１１１と同じ層構成であり、一面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２の
順に積層し、繊維基材層Ｃ１が対応する順位の基準位置Ａ１－Ａ１線よりも樹脂層ｒ１側
に偏在するように配向してなる。
　導体回路層の部分は、プリント配線板の両面ともに内層回路９、層間絶縁層１０、外層
回路１１の順にビルドアップされてなり、導体回路層の内層回路９と外層回路１０の間は
ビアホール１２を通じて導通され、コア基板両面の回路の間はスルーホール１３を通じて
導通され、両面の外層回路１１はいずれも端子部を除きソルダーレジスト１４で被覆され
ている。
【００７０】
　半導体素子８は、プリント配線板７に含まれる繊維基材層Ｃ１が偏在する方向の面とは
反対側の面に、液状封止樹脂１５を介して固着され、プリント配線板の外層回路の端子部
と、半導体素子の下面に設けられた電極パッドとが位置合わせされ、半田バンプ１６を介
して接続されている。なお、この例では、素子搭載面は封止されていない。
　プリント配線板の熱収縮率は半導体素子の熱収縮率よりも大きく、半導体装置はいわゆ
るマイナス反りが発生しやすい。これに対し、半導体装置１３１に用いられたプリント配
線板７は、そのコア層５として図１に示す絶縁性基板１１１を有し、繊維基材層Ｃ１が偏
在する方向の面を外側にして反る性質があるため、半導体素子搭載面との関係では、いわ
ゆるプラス反りの力を発生させる。
　従って、プリント配線板７が半導体素子搭載時のマイナス反りを軽減し、半導体装置１
３１に優れた平坦性を付与することができる。
【００７１】
　図１３は、図５に示す絶縁性基板１１５をコア層として有するプリント配線板上に半導
体素子を搭載した例について、その断面を模式的に示した図である。
　図１３において半導体装置１３２は、プリント配線板７に含まれる繊維基材層Ｃ１が偏
在する方向の面とは反対側の面に半導体素子８を搭載してなる。
　半導体装置１３２のプリント配線板７は、コア層５の両面に多層化された導体回路層が
設けられている。半導体装置１３２のコア層５は、図５に示す絶縁性基板１１５と同じ層
構成であり、一面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２、ｒ３、繊維基材層Ｃ
２、樹脂層ｒ４、ｒ５、繊維基材層Ｃ３、樹脂層ｒ６の順に積層し、３層の繊維基材層の
うち、一面側の外側に設けられた繊維基材層Ｃ１は対応する順位の基準位置Ａ１－Ａ１線
よりも樹脂層ｒ１側に偏在し、繊維基材層Ｃ２及びＣ３はそれぞれ対応する順位の基準位
置上に存在するように配向してなる。
　導体回路層の部分は、プリント配線板の両面ともに導体回路層１７と層間絶縁層１８が
交互にビルドアップされてなり、各導体回路層の間はビアホール１２を通じて導通され、
コア基板両面の回路の間はスルーホール１３を通じて導通され、両面の外層回路はいずれ
も端子部を除きソルダーレジスト１４で被覆されている。
【００７２】
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　半導体素子８は、プリント配線板７に含まれる繊維基材層Ｃ１が偏在する方向の面とは
反対側の面に、液状封止樹脂１５を介して固着され、プリント配線板の外層回路の端子部
と、半導体素子の下面に設けられた電極パッドとが位置合わせされ、半田バンプ１６を介
して接続されている。
　半導体装置１３２に用いられたプリント配線板７は、そのコア層５として図５に示す絶
縁性基板１１５を有し、コア層５の繊維基材層Ｃ１が偏在する方向の面を外側にして反る
性質があるため、半導体素子搭載面との関係では、いわゆるプラス反りの力を発生させる
。
　従って、プリント配線板７が半導体素子搭載時のマイナス反りを軽減し、半導体装置１
３２に優れた平坦性を付与することができる。
【００７３】
　図１４は、図６に示す絶縁性基板１１６をコア層として有するプリント配線板上に半導
体素子を搭載した例について、その断面を模式的に示した図である。
　図１４において半導体装置１３３は、プリント配線板７に含まれる繊維基材層Ｃ１及び
Ｃ３が偏在する方向の面とは反対側の面に半導体素子８を搭載してなる。
　半導体装置１３３のプリント配線板７は、コア層５の両面に多層化された導体回路層が
設けられている。半導体装置１３３のコア層５は、図６に示す絶縁性基板１１６と同じ層
構成であり、一面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２、ｒ３、繊維基材層Ｃ
２、樹脂層ｒ４、ｒ５、繊維基材層Ｃ３、樹脂層ｒ６の順に積層し、３層の繊維基材層の
うち、一面側の外側に設けられた繊維基材層Ｃ１は対応する順位の基準位置Ａ１－Ａ１線
よりも樹脂層ｒ１側に偏在するように配向してなり、他面側の外側に設けられた繊維基材
層Ｃ３は対応する順位の基準位置Ａ３－Ａ３線よりも樹脂層ｒ５側に偏在するように配向
してなり、即ち繊維基材層Ｃ１及びＣ３は同じ方向に偏在している。繊維基材層Ｃ２は対
応する順位の基準位置Ａ２－Ａ２線上に存在する。
　導体回路層の部分は上記半導体装置１３２と同様にビルドアップされ、半導体素子８が
プリント配線板７に含まれる繊維基材層Ｃ１及びＣ３が偏在する方向の面とは反対側の面
に搭載されている。
　半導体装置１３３に用いられたプリント配線板７は、そのコア層５として図６に示す絶
縁性基板１１６を有し、繊維基材層Ｃ１及びＣ３が偏在する方向の面を外側にして反る性
質があるため、半導体素子搭載面との関係では、いわゆるプラス反りの力を発生させる。
　従って、プリント配線板７が半導体素子搭載時のマイナス反りを軽減し、半導体装置１
３３に優れた平坦性を付与することができる。
【００７４】
　本発明においては、プリント配線板のコア層（絶縁性基板の部分）に含まれる繊維基材
層が偏在する方向の面とは反対側の面に半導体素子を搭載することによって、半導体素子
が搭載される前のプリント配線板が意図的にプラス反り又は平坦の状態に制御される。
　その結果、当該プリント配線板に半導体素子を搭載した時にマイナス反りが軽減され又
は完全に防止され、特に良好に制御できる場合にはプラス反りもマイナス反りも全くない
平坦な半導体装置が得られる。
　平坦性に優れた半導体装置は、マザーボードに二次接続する際に位置合わせ精度が高い
ので、接続不良の防止、接続信頼性の向上を図ることができる。
　また本発明は、半導体装置の反りを制御するために導体回路層の数や回路パターンなど
の回路設計を制約しないため、設計の自由度が高い。
【００７５】
　特に半導体装置の薄型化に対応してコア基板を薄くすると、半導体装置の反りが発生し
やすいが、本発明によれば、コア基板が薄い場合でも平坦性に優れた半導体装置を得るこ
とができる。また、層間絶縁樹脂層を用いないコア基板のみのいわゆる両面板の場合でも
効果を発揮することができる。
【００７６】
　本発明は、多面取りプリント配線板に複数の半導体素子を搭載する製造プロセスにも好
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適に適用される。
　ここで、多面取りプリント配線板とは、複数のプリント配線板が面方向に連続するよう
に一体成形されたものであり、そのような多面取りプリント配線板の上に複数の半導体素
子を搭載し、素子搭載面を一括封止した後、ダイシング等の個片化を行うことによって半
導体装置を大量生産することができる。
　多面取りプリント配線板は大面積であり、その上に多数の半導体素子を二次元並列的に
搭載すると、著しいマイナス反りが発生し、ダイシング等の個片化を正確に行うことが困
難になる場合がある。
　このような多面取りプリント配線板のコア基板として、本発明の絶縁性基板又は金属張
積層板を用いることによって、多面取りプリント配線板のマイナス反りが軽減され又は完
全に防止され、優れた平坦性を有する一括封止基板が得られる。
【実施例】
【００７７】
　以下において、実施例を示して本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定さ
れるものではない。
　まず、プリプレグの製造について説明する。得られたプリプレグ１～１１が有する各層
の厚みを表１に示す。なお、表１～３に記載のＰ１～Ｐ１１とはプリプレグ１～プリプレ
グ１１を意味し、表１に記載のユニチカとはユニチカグラスファイバー株式会社を意味す
る。
【００７８】
（プリプレグ１）
１．熱硬化性樹脂組成物のワニスの調製
　エポキシ樹脂としてビフェニルアラルキル型ノボラックエポキシ樹脂（日本化薬社製、
ＮＣ－３０００）１１．０重量部、硬化剤としてビフェニルジメチレン型フェノール樹脂
（日本化薬株式会社製、ＧＰＨ－１０３）８．８重量部、ノボラック型シアネート樹脂（
ロンザジャパン株式会社製、プリマセットＰＴ－３０）２０．０重量部、をメチルエチル
ケトンに溶解、分散させた。さらに、無機充填材として球状溶融シリカ（アドマテックス
社製、「ＳＯ－２５Ｒ」、平均粒径０．５μｍ）６０．０重量部とカップリング剤（日本
ユニカー社製、Ａ１８７）０．２重量部を添加して、高速攪拌装置を用いて３０分間攪拌
して、不揮発分５０重量％となるように調整し、熱硬化性樹脂組成物のワニス（樹脂ワニ
ス）を調製した。
【００７９】
２．キャリア材料の製造
　前記樹脂ワニスをＰＥＴフィルム（ポリエチレンテレフタレート、帝人デュポンフィル
ム株式会社製ピューレックスフィルム、厚さ３６μｍ）上に、ダイコーター装置を用いて
乾燥後の樹脂層の厚さが１０．０μｍとなるように塗工し、これを１６０℃の乾燥装置で
５分間乾燥して、第１樹脂層用のＰＥＴフィルム付き樹脂シートを得た。
　また、前記樹脂ワニスをＰＥＴフィルム上に同様に塗工し、乾燥後の樹脂層の厚さが１
６．０μｍになるように、１６０℃の乾燥機で５分間乾燥して、第２樹脂層用のＰＥＴフ
ィルム付き樹脂シートを得た。
【００８０】
３．プリプレグの製造
　前記第１樹脂層用のＰＥＴフィルム付き樹脂シート、および第２樹脂層用のＰＥＴフィ
ルム付き樹脂シートをガラス繊維基材（厚さ２８μｍ、日東紡社製Ｅガラス織布、ＷＥＡ
１０３５－５３－Ｘ１３３、ＩＰＣ規格１０３５）の両面に樹脂層が繊維基材と向き合う
ように配し、圧力０．５ＭＰａ、温度１４０℃で１分間の条件で真空プレスにより加熱加
圧して、熱硬化性樹脂組成物を含浸させ、キャリアフィルムが積層されたプリプレグ１を
得た。プリプレグ１は、第１樹脂層の厚みが３μｍ、繊維基材層厚みが２８μｍ、第２樹
脂層厚みが９μｍで、総厚４０μｍの非対称プリプレグであった。
【００８１】
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（プリプレグ２～６）
　プリプレグ２～６は、第一樹脂層の厚み、第二樹脂層の厚み、及び用いた繊維基材を表
１のように変えたこと以外は、プリプレグ１と同様にして製造した。なお、プリプレグ２
～６も非対称プリプレグとなる。
【００８２】
（プリプレグ７）
　前記で得られた樹脂ワニスをガラス繊維基材（厚さ２８μｍ、日東紡社製Ｅガラス織布
、ＷＥＡ１０３５－５３－Ｘ１３３、ＩＰＣ規格１０３５）に含浸し、１５０℃の加熱炉
で２分間乾燥して、プリプレグ７を得た。プリプレグ７は、繊維基材層が２８μｍであり
、当該繊維基材層の両面には同じ厚さ（６μｍ）の樹脂層が設けられ、総厚みは４０μｍ
の対称プリプレグであった。
【００８３】
（プリプレグ８～１１）
　プリプレグ８～１１は、樹脂層の厚み及び用いた繊維基材を表１のように変えたこと以
外は、プリプレグ７と同様にして製造した。なお、プリプレグ８～１１も対称プリプレグ
となる。
【００８４】
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【表１】

【００８５】
　以下、実施例１～８及び比較例１～４では、上記プリプレグ１～１１（表では、単にＰ
１～１１と記載した。）を用いてコア基板（金属張積層板）を製造し、当該コア基板を用
いて、プリント配線板及び半導体装置を製造した。なお、後述するコア層が有する各層の
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厚みは、金属張積層板の断面を切り出し、光学顕微鏡で断面を観察し測定した。
【００８６】
（実施例１）
１．金属張積層板の製造
　プリプレグ１の両面に１２μｍの銅箔（三井金属鉱業株式会社製３ＥＣ－ＶＬＰ箔）を
重ね合わせ、２２０℃、３ＭＰａで２時間加熱加圧成形することにより、金属張積層板を
得た。得られた金属張積層板のコア層（絶縁性基板からなる部分）は、図１Ａの絶縁性基
板１１１と同様の層構成であり、一面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２の
順に積層した層構成を有し、各層の厚みは、ｒ１が３μｍ、Ｃ１が２８μｍ、ｒ２が９μ
ｍであり、前記コア層は、繊維基材層Ｃ１が基準位置よりも樹脂層ｒ１側に偏在するもの
であった。また、コア層の全体厚み（Ｂ３）は、４０μｍであった。
　前記コア層は、繊維基材層Ｃ１を基準としたときの一面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ５
）がｒ１の厚みであり、他面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ６）がｒ２の厚みであるので、
Ｂ５／Ｂ６は０．３３であった。
　また、前記コア層は繊維基材層が１層のみなので、全体厚み（Ｂ３）を繊維基材層数で
均等に分割したＢ４の厚みは、Ｂ３と同じである。よって、繊維基材層Ｃ１が属するＢ４
領域内においては、Ｃ１の一面側の距離（Ｂ７）は前記Ｂ５と同じであり、Ｃ１の他面側
の距離（Ｂ８）は前記Ｂ６と同じである。従って、Ｂ７／Ｂ８もＢ５／Ｂ６と同様に０．
３３であった。
【００８７】
２．プリント配線板の製造
　得られた金属張積層板をコア基板として用い、その両面に回路パターン形成（残銅率７
０％、Ｌ／Ｓ＝５０／５０μｍ）した内層回路基板の表裏に、市販のプリプレグ（住友ベ
ークライト株式会社製、６７８５ＧＳ－Ｆ、厚さ５０μｍ）を重ね合わせ、更にその上下
に１２μｍの銅箔を重ねて、圧力３ＭＰａ、温度２２０℃で２時間加熱加圧成形した。
【００８８】
　次に、エッチングにより銅箔を除去し、炭酸レーザーによりブラインドビアホール（非
貫通孔）を形成した。次にビア内および、樹脂層表面を、６０℃の膨潤液（アトテックジ
ャパン株式会社製、スウェリングディップ　セキュリガント　Ｐ）に５分間浸漬し、さら
に８０℃の過マンガン酸カリウム水溶液（アトテックジャパン株式会社製、コンセントレ
ート　コンパクト　ＣＰ）に１０分浸漬後、中和して粗化処理を行った。
　これを脱脂、触媒付与、活性化の工程を経た後、無電解銅めっき皮膜を約０．５μｍ、
めっきレジスト形成、無電解銅めっき皮膜を給電層とし、パターン電気めっき銅１０μｍ
形成させ、Ｌ／Ｓ＝５０／５０μｍの微細回路加工を施した。次に、熱風乾燥装置にて２
００℃で６０分間アニール処理を行った後、フラッシュエッチングで給電層を除去し、４
層プリント配線板を製造した。
【００８９】
　次に、ソルダーレジスト（太陽インキ製造株式会社製、ＰＳＲ－４０００　ＡＵＳ７０
３）を印刷し、半導体素子搭載パッド等が露出するように、所定のマスクで露光し、現像
、キュアを行い、回路上のソルダーレジスト層厚さが１２μｍとなるように形成した。
【００９０】
　最後に、ソルダーレジスト層から露出した回路層上へ、無電解ニッケルめっき層３μｍ
と、さらにその上へ無電解金めっき層０．１μｍとからなるめっき層を形成し、得られた
基板を１４ｍｍ×１４ｍｍサイズに切断し、半導体装置用のプリント配線板を得た。
【００９１】
３．半導体装置の製造
　半導体装置は、前記半導体装置用のプリント配線板上に、コア基板の繊維基材層が偏在
する方向の面とは反対側の面が半導体素子側になるように、半田バンプを有する半導体素
子（ＴＥＧチップ、サイズ８ｍｍ×８ｍｍ、厚み７２５μｍ）を、フリップチップボンダ
ー装置により、加熱圧着により搭載し、次に、ＩＲリフロー炉で半田バンプを溶融接合し
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た後、液状封止樹脂（住友ベークライト株式会社製、ＣＲＰ－４１６０Ａ３）を充填し、
当該液状封止樹脂を硬化させることで得た。尚、液状封止樹脂は、温度１５０℃、１２０
分の条件で硬化させた。尚、前記半導体素子の半田バンプは、Ｓｎ／Ｐｂ組成の共晶で形
成されたものを用いた。
【００９２】
（実施例２～５）
　実施例２ではプリプレグ２を用い、実施例３ではプリプレグ３を用い、実施例４ではプ
リプレグ５を用い、実施例５ではプリプレグ６を用いて、それぞれ金属張積層板を製造し
、得られた金属張積層板をコア基板としたこと以外は、実施例２～５は、実施例１と同様
にプリント配線板及び半導体装置を製造した。実施例２～５で用いたコア基板は、繊維基
材層が基準位置よりも一面側に偏在するものであった。なお、コア基板の繊維基材層が偏
在する方向の面とは反対側の面が半導体素子側になるように、半導体素子を半導体装置用
のプリント配線板上に搭載した。
【００９３】
（実施例６）
１．金属張積層板の製造
　プリプレグ１０、プリプレグ１０、プリプレグ４の順で、プリプレグ４は第二樹脂層が
プリプレグ１０側になり、第一樹脂層が空気層側になるように、合計３枚のプリプレグを
積層し、得られた積層体の両面に、１２μｍの銅箔（三井金属鉱業株式会社製３ＥＣ－Ｖ
ＬＰ箔）を重ね合わせ、２２０℃、３ＭＰａで２時間加熱加圧成形することにより、金属
張積層板を得た。得られた金属張積層板のコア層（絶縁性基板からなる部分）は、図５Ａ
の絶縁性基板１１５と同様の層構成であり、一面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹
脂層ｒ２、ｒ３、繊維基材層Ｃ２、樹脂層ｒ４、ｒ５、繊維基材層Ｃ３、樹脂層ｒ６の順
に積層した層構成を有し、各層の厚みは、Ｃ１～Ｃ３がそれぞれ１３０μｍ、ｒ１が１．
０μｍ、ｒ２とｒ３の合計厚みが４．０μｍ、ｒ４とｒ５との合計厚みが３．４μｍ、ｒ
６が１．７μｍであり、前記コア層は、繊維基材層Ｃ１が対応する順位の基準位置よりも
樹脂層ｒ１側に偏在し、繊維基材層Ｃ２及びＣ３は対応する順位の基準位置上に存在する
ものであった。また、コア層の全体厚み（Ｂ３）は、４００μｍであった。
　前記コア層は、繊維基材層Ｃ１を基準としたとき、一面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ５
）はｒ１の厚みであり、他面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ６）はｒ２とｒ３の合計厚みで
あるので、繊維基材層Ｃ１を基準としたときのＢ５／Ｂ６は０．２５であった。
　また、前記コア層は繊維基材層を３層有するので、当該全体厚み（Ｂ３）を繊維基材層
の数で均等に分割したときの各領域の厚み（Ｂ４）は１３３．３μｍであり、当該厚みＢ
４の各領域内には、それぞれ１つの繊維基材層が存在していた。繊維基材層Ｃ１が属する
Ｂ４領域内においては、Ｃ１の一面側の距離（Ｂ７）は樹脂層ｒ１の厚みであり、Ｃ１の
他面側の距離（Ｂ８）は、Ｂ４の厚み（１３３．３μｍ）から樹脂層ｒ１の厚み（１．０
μｍ）及び繊維基材層Ｃ１の厚み（１３０μｍ）を差し引いた厚み、即ち２．３μｍであ
るので、繊維基材層Ｃ１を基準としたときのＢ７／Ｂ８は０．４３であった。
【００９４】
２．プリント配線板の製造
　得られた金属張積層板をコア基板として用い、その両面に回路パターン形成（残銅率７
０％、Ｌ／Ｓ＝５０／５０μｍ）した内層回路基板の表裏に、市販のＰＥＴフィルム付き
樹脂シート（味の素ファインテクノ株式会社製、ＡＢＦ－ＧＸ－１３、厚さ４０μｍ）を
重ね合わせ、これを、真空加圧式ラミネーター装置を用いて、温度１５０℃、圧力１ＭＰ
ａ、時間１２０秒で真空加熱加圧成形し、その後、熱風乾燥装置にて２２０℃で６０分間
加熱硬化を行い、ＰＥＴフィルムを剥離し、次いで炭酸レーザーによりブラインドビアホ
ール（非貫通孔）を形成した。次にビア内および、樹脂層表面を、６０℃の膨潤液（アト
テックジャパン株式会社製、スウェリングディップ　セキュリガント　Ｐ）に５分間浸漬
し、さらに８０℃の過マンガン酸カリウム水溶液（アトテックジャパン株式会社製、コン
セントレート　コンパクト　ＣＰ）に１０分浸漬後、中和して粗化処理を行った。
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　これを脱脂、触媒付与、活性化の工程を経た後、無電解銅めっき皮膜を約０．５μｍ形
成し、めっきレジストを形成し、無電解銅めっき皮膜を給電層としてパターン電気めっき
銅１０μｍ形成させ、Ｌ／Ｓ＝５０／５０μｍの微細回路加工を施した。次に、熱風乾燥
装置にて２００℃で６０分間アニール処理を行った後、フラッシュエッチングで給電層を
除去した。
　さらに、ＰＥＴフィルム付き樹脂シートを用いて同様に繰り返すことにより、最外層も
回路加工した８層プリント配線板を製造した。
　次にソルダーレジスト（太陽インキ製造株式会社製、ＰＳＲ－４０００　ＡＵＳ７０３
）を印刷し、半導体素子搭載パッド等が露出するように、所定のマスクで露光し、現像、
キュアを行い、回路上のソルダーレジスト層厚さが１２μｍとなるように形成した。
　最後に、ソルダーレジスト層から露出した回路層上へ、無電解ニッケルめっき層３μｍ
と、さらにその上へ、無電解金めっき層０．１μｍとからなるめっき層を形成し、得られ
た基板を５０ｍｍ×５０ｍｍサイズに切断し、半導体装置用のプリント配線板を得た。
【００９５】
３．半導体装置の製造
　上記で得られた半導体装置用のプリント配線板を用い、半導体素子として、ＴＥＧチッ
プ（サイズ１５ｍｍ×１５ｍｍ、厚み７２５μｍ）を用いたこと以外は、実施例１と同様
にして半導体装置の製造を行った。なお、コア基板が含む繊維基材層Ｃ１が偏在する方向
の面とは反対側の面が半導体素子側になるように、半導体素子を半導体装置用のプリント
配線板上に搭載した。
【００９６】
（実施例７）
　プリプレグ４、プリプレグ１０、プリプレグ４の順で、一方のプリプレグ４は第一樹脂
層がプリプレグ１０側になるようにし、もう一方のプリプレグ４は第二樹脂層がプリプレ
グ１０側になるようにして、合計３枚のプリプレグを積層し、得られた積層体の両面に、
１２μｍの銅箔（三井金属鉱業株式会社製３ＥＣ－ＶＬＰ箔）を積層し、２２０℃、３Ｍ
Ｐａで２時間加熱加圧成形することにより、金属張積層板を製造し、得られた金属張積層
板をコア基板としたこと以外は、実施例６と同様にしてプリント配線板及び半導体装置を
得た。得られた金属張積層板のコア層（絶縁性基板からなる部分）は、図６Ａの絶縁性基
板１１６と同様の層構成であり、一面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２、
ｒ３、繊維基材層Ｃ２、樹脂層ｒ４、ｒ５、繊維基材層Ｃ３、樹脂層ｒ６の順に積層した
層構成を有し、各層の厚みは、Ｃ１～Ｃ３がそれぞれ１３０μｍ、ｒ１が１．０μｍ、ｒ
２とｒ３の合計厚みが４．０μｍ、ｒ４とｒ５の合計厚みが２．７μｍ、ｒ６が２．３μ
ｍであり、前記コア層は、繊維基材層Ｃ１及びＣ３が対応する順位の基準位置よりもそれ
ぞれ樹脂層ｒ１側及び樹脂層ｒ５側に偏在し、繊維基材層Ｃ２は対応する順位の基準位置
上に存在するものであった。また、コア層の全体厚み（Ｂ３）は、４００μｍであった。
　前記コア層は、繊維基材層Ｃ１を基準としたとき、一面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ５
）はｒ１の厚みであり、他面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ６）はｒ２とｒ３の合計厚みで
あるので、繊維基材層Ｃ１を基準としたときのＢ５／Ｂ６は０．２５であった。また、繊
維基材層Ｃ３を基準としたとき、一面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ５）はｒ４とｒ５の合
計厚みであり、他面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ６）はｒ６の厚みであるので、繊維基材
層Ｃ３を基準としたときのＢ５／Ｂ６は１．１７であった。
　また、前記コア層は繊維基材層を３層有するので、当該全体厚み（Ｂ３）を繊維基材層
の数で均等に分割したときの各領域の厚み（Ｂ４）は１３３．３μｍであり、当該厚みＢ
４の各領域内には、それぞれ１つの繊維基材層が存在していた。繊維基材層Ｃ１が属する
Ｂ４領域内においては、Ｃ１の一面側の距離（Ｂ７）は樹脂層ｒ１の厚みであり、Ｃ１の
他面側の距離（Ｂ８）は、Ｂ４の厚み（１３３．３μｍ）から樹脂層ｒ１の厚み（１．０
μｍ）及び繊維基材層Ｃ１の厚み（１３０μｍ）を差し引いた厚み、即ち２．３μｍであ
るので、繊維基材層Ｃ１を基準としたときのＢ７／Ｂ８は０．４３であった。また、繊維
基材層Ｃ３が属するＢ４領域内においては、Ｃ３の一面側の距離（Ｂ７）は、Ｂ４の厚み
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（１３３．３μｍ）から樹脂層ｒ６の厚み（２．３μｍ）及び繊維基材層Ｃ３の厚み（１
３０μｍ）を差し引いた厚み、即ち１．０μｍであり、Ｃ３の他面側の距離（Ｂ８）は、
樹脂層ｒ６の厚み（２．３μｍ）であるので、繊維基材層Ｃ３を基準としたときのＢ７／
Ｂ８は０．４３であった。
　なお、コア基板が含む繊維基材層Ｃ１及びＣ３が偏在する方向の面とは反対側の面が半
導体素子側になるように、半導体素子を半導体装置用のプリント配線板上に搭載した。
【００９７】
（実施例８）
　プリプレグ１で用いた樹脂ワニスをＰＥＴフィルム（ポリエチレンテレフタレート、帝
人デュポンフィルム株式会社製ピューレックスフィルム、厚さ３６μｍ）上に、ダイコー
ター装置を用いて乾燥後の樹脂層の厚さが１４．０μｍとなるように塗工し、これを１６
０℃の乾燥装置で５分間乾燥して、ＰＥＴフィルム付き樹脂シート１を得た。
　ＰＥＴフィルム付き樹脂シート１の樹脂層面をプリプレグ１１側に配し、一面側からプ
リプレグ１１、ＰＥＴフィルム付き樹脂シート１の順で、プリプレグ１１とＰＥＴフィル
ム付き樹脂シート１を積層した。次いで、ＰＥＴフィルムを剥離後、得られた積層体の両
面に、１２μｍの銅箔（三井金属鉱業株式会社製３ＥＣ－ＶＬＰ箔）を積層し、２２０℃
、３ＭＰａで２時間加熱加圧成形することにより、金属張積層板を製造し、得られた金属
張積層板をコア基板としたこと以外は、実施例１と同様にしてプリント配線板及び半導体
装置を得た。
　得られた金属張積層板のコア層（絶縁性基板からなる部分）は、図２Ａの絶縁性基板１
１２と同様の層構成であり、一面側から樹脂層ｒ１、繊維基材層Ｃ１、樹脂層ｒ２、ｒ３
の順に積層した層構成を有し、各層の厚みは、ｒ１が３μｍ、Ｃ１が８０μｍ、ｒ２とｒ
３の合計厚みが１７μｍであり、前記コア層は、繊維基材層Ｃ１が基準位置よりも樹脂層
ｒ１側に偏在するものであった。また、コア層の全体厚み（Ｂ３）は、１００μｍであっ
た。
　前記コア層は、繊維基材層Ｃ１を基準としたときの一面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ５
）がｒ１の厚みであり、他面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ６）がｒ２とｒ３の合計厚みで
あるので、Ｂ５／Ｂ６は０．１８であった。
　また、前記コア層は繊維基材層が１層のみなので、全体厚み（Ｂ３）を繊維基材層数で
均等に分割したＢ４の厚みは、Ｂ３と同じである。よって、繊維基材層Ｃ１が属するＢ４
領域内におけるＣ１の一面側の距離（Ｂ７）は前記Ｂ５と同じであり、Ｃ１の他面側の距
離（Ｂ８）は前記Ｂ６と同じである。従って、Ｂ７／Ｂ８もＢ５／Ｂ６と同様に０．１８
であった。
【００９８】
（比較例１～３）
　比較例１ではプリプレグ７を用い、比較例２ではプリプレグ８を用い、比較例３ではプ
リプレグ９を用いて、それぞれ金属張積層板を製造し、得られた金属張積層板をコア基板
としたこと以外は、比較例１～３は、実施例１と同様にプリント配線板及び半導体装置を
製造した。比較例１～３で用いたコア基板は、繊維基材層が基準位置上に存在するもので
あった。
【００９９】
（比較例４）
　プリプレグ１０を３枚積層して得られた積層体を用いて金属張積層板を製造し、得られ
た金属張積層板をコア基板としたこと以外は、実施例６と同様にプリント配線板及び半導
体装置を製造した。比較例４で用いたコア基板は、すべての繊維基材層が対応する順位の
基準位置上に存在するものであった。
【０１００】
　各実施例および各比較例により得られた半導体装置について、次の各評価を行った。各
評価を、評価方法と共に以下に示す。得られた評価結果を表２、３に示す。また、実施例
と比較例とでのパッケージ反りの変化量（（比較例でのパッケージ反り量）－（実施例で
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【０１０１】
（１）パッケージ（ＰＫＧ）反り量
　前記各実施例及び各比較例で作製した半導体装置について、温度可変レーザー三次元測
定機（ＬＳ２００－ＭＴ１００ＭＴ５０：株式会社ティーテック社製）を用いて、常温（
２５℃）における半導体パッケージの反りの測定を行った。測定範囲は実施例６、７、及
び比較例４は４８ｍｍ×４８ｍｍの範囲で、それ以外は１３ｍｍ×１３ｍｍの範囲で、半
導体素子搭載面とは反対側のＢＧＡ面にレーザーを当てて測定を行い、レーザーヘッドか
らの距離が、最遠点と最近点の差を反りとした。
【０１０２】
（２）温度サイクル（ＴＣ）試験
　前記各実施例及び各比較例で得られた半導体装置を、大気中で、１５分間－６５℃にし
た後、１５分間１５０℃にすること、又は１５分間１５０℃にした後、１５分間－６５℃
にすることを１サイクルとして、１０００サイクル処理後、フライングチェッカー（１１
１６Ｘ－ＹＣ ハイテスタ：ＨＩＯＫＩ社製）を用いて、プリント配線板から半田バンプ
を介して半導体素子を通りプリント配線板に戻る回路端子について、１００箇所導通試験
を行い、断線した箇所を調べた。各符号は、以下の通りである。
　　◎：断線箇所が無かった。
　　○：断線箇所が１～１０箇所であった。
　　△：断線箇所が１１～５０箇所であった。
　　×：断線箇所が５１箇所以上であった。
【０１０３】
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【０１０４】
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【表３】

【０１０５】
【表４】

【０１０６】
　表２、表３に示すように、実施例１～８及び比較例１～４で得られた半導体装置は、い
ずれもマイナス反りを生じた。
　本発明に係る絶縁性基板、即ち少なくとも１層の繊維基材層が対応する順位の基準位置
よりも一面側又は他面側に偏在し、異なる方向に偏在している繊維基材層がない絶縁性基
板をコア層として用いた場合の効果を確認するために、表４に、繊維基材層の厚み（種類
）と枚数、コア層、パッケージ及びチップの厚みとサイズが等しい実施例と比較例とで比
べたパッケージ反り変化量を示した。繊維基材層の厚みと枚数、コア層、パッケージ及び
チップの厚み、チップのサイズが異なると、パッケージ反りの曲率半径が異なり結果とし
てパッケージ反り量が異なり、またコア層やパッケージサイズが異なると、パッケージ反
りの曲率半径が同じでもコア層やパッケージのサイズが大きい方がパッケージ全体の反り
量が大きくなるため、実施例と比較例を比較する際はこれらを統一しておく必要がある。
表４からわかるように、実施例１～８は、対照した比較例よりもパッケージ反り量が減少
していた。これにより、少なくとも１層の繊維基材層が、対応する順位の基準位置よりも
一面側又は他面側に偏在し、異なる方向に偏在している繊維基材層がないコア基板を用い
て得られた実施例１～８の半導体装置は、すべての繊維基材層が対応する順位の基準位置
上に存在するコア基板を用いて得られた比較例１～４の半導体装置に比べて、パッケージ
反りが軽減されることが明らかとなった。
　また、表２、３からわかるように、比較例１～４で得られた半導体装置は、温度サイク
ル試験での断線箇所が多く、接続信頼性に劣っており、一方、実施例１～８で得られた半
導体装置は、温度サイクル試験での断線箇所がない又は少なく、接続信頼性に優れていた
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。
【０１０７】
　（本願発明に含まれる実施形態）
　本願発明は、特に次に列記する実施形態を含む。
　（１）　１層以上の繊維基材層及び２層以上の樹脂層を含み、両面の最外層が樹脂層で
ある積層体の硬化物からなる絶縁性基板であって、
　前記絶縁性基板に含まれる前記繊維基材層を一面側から順にＣｘ（ｘは１～ｎで表され
る整数であり、ｎは繊維基材層の数である。）とし、
　前記絶縁性基板の全体厚み（Ｂ３）を前記繊維基材層の数（ｎ）で均等に分割し、分割
した各領域の厚み（Ｂ４）をさらに均等に２分割する位置を繊維基材層の基準位置とし、
当該各々の基準位置を一面側から順にＡｘ（ｘは１～ｎで表される整数であり、ｎは繊維
基材層の数である。）としたときに、
　前記繊維基材層のうち少なくとも１つが、対応する順位の基準位置よりも一面側又は他
面側に偏在し、異なる方向に偏在しているものがないことを特徴とする、絶縁性基板。
　（２）　前記繊維基材層のうち少なくとも１つが、対応する順位の基準位置よりも一面
側に偏在し、
　前記偏在する繊維基材層は、
　当該繊維基材層の一面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ５）と、
　当該繊維基材層の他面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ６）との比（Ｂ５／Ｂ６）が、０．
１＜Ｂ５／Ｂ６＜１．２である、前記（１）に記載の絶縁性基板。
　（３）　前記繊維基材層の数が１つ又は２つである、前記（１）又は（２）に記載の絶
縁性基板。
　（４）　前記均等に分割された厚みＢ４の各領域内に、それぞれ１つの繊維基材層が存
在することを特徴とする前記（１）乃至（３）のいずれかに記載の絶縁性基板。
　（５）　前記均等に分割された厚みＢ４の各領域のうち少なくとも１つが、１つの繊維
基材層を、対応する順位の基準位置よりも一面側に偏在して有し、
　前記偏在する繊維基材層は、
　当該繊維基材層の一面側の界面から当該繊維基材層が属する厚みＢ４の領域の当該一面
側の境界までの距離（Ｂ７）と、
　当該繊維基材層の他面側の界面から当該繊維基材層が属する厚みＢ４の領域の当該他面
側の境界までの距離（Ｂ８）との比（Ｂ７／Ｂ８）が、０．１＜Ｂ７／Ｂ８＜０．９であ
る、前記（１）乃至（４）のいずれかに記載の絶縁性基板。
　（６）　前記絶縁性基板が有する繊維基材層のうち、最も一面側に位置する繊維基材層
が、対応する順位の基準位置よりも前記一面側に偏在して配置されている、前記（１）乃
至（５）のいずれかに記載の絶縁性基板。
　（７）　厚みが０．０３ｍｍ以上０．５ｍｍ以下である、前記（１）乃至（６）のいず
れかに記載の絶縁性基板。
　（８）　プリプレグ１枚のみ又はプリプレグを２枚以上重ね合わせた積層体の硬化物か
らなる絶縁性基板において、
　繊維基材層の一面に第１樹脂層、他面に第２樹脂層が設けられ、前記第１樹脂層の厚み
が前記第２樹脂層の厚みよりも小さい非対称プリプレグを少なくとも１枚含むことを特徴
とする、前記（１）乃至（７）のいずれかに記載の絶縁性基板。
　（９）　前記（１）乃至（８）のいずれかに記載の絶縁性基板の少なくとも一面側に金
属箔層が設けられていることを特徴とする、金属張積層板。
　（１０）　前記（１）乃至（８）のいずれかに記載の絶縁性基板の少なくとも一面に、
１層又は２層以上の導体回路層が設けられていることを特徴とする、プリント配線板。
　（１１）　前記（１０）に記載のプリント配線板の導体回路層上に、半導体素子を搭載
してなることを特徴とする半導体装置。
　（１２）　前記半導体素子が、前記プリント配線板に含まれる絶縁性基板において繊維
基材層が偏在する方向の面とは反対側の面に設けられた導体回路層上に搭載されている、
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前記（１１）記載の半導体装置。
　（１３）　前記プリント配線板に含まれる絶縁性基板が有する繊維基材層のうち、最も
一面側に位置する繊維基材層が対応する順位の基準位置よりも前記一面側に偏在して配置
されており、
　前記半導体素子が、繊維基材層が偏在する方向の面とは反対側の面に設けられた導体回
路層上に搭載されている、前記（１１）又は（１２）に記載の半導体装置。
【符号の説明】
【０１０８】
　　１０１　　　非対称プリプレグ
　　１０２　　　キャリアフィルム付き非対称プリプレグ
　　１０３、１０３’、１０３’’　対称プリプレグ
　　１１１、１１２、１１３、１１４、１１５、１１６　絶縁性基板
　　１２１、１２２、１２３、１２４　積層体
　　１３１、１３２、１３３　半導体装置
　　Ｃ１～Ｃ３　　　繊維基材層
　　ｒ１～ｒ６　　樹脂層
　　１　　　繊維基材層
　　２　　　第１樹脂層
　　３　　　第２樹脂層
　　２’　　第１キャリア材料
　　３’　　第２キャリア材料
　　４　　　樹脂層
　　５　　　コア層
　　７　　　プリント配線板
　　８　　　半導体素子
　　９　　　導体回路層（内層回路）
　１０　　　層間絶縁層
　１１　　　導体回路層（外層回路）
　１２　　　ビアホール
　１３　　　スルーホール
　１４　　　ソルダーレジスト
　１５　　　液状封止樹脂
　１６　　　半田バンプ
　１７　　　導体回路層（内層回路）
　１８　　　層間絶縁層
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